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『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
三
）

水
野

実
・
阿
部
光
麿
・
大
場
一
央
・
松
野
敏
之

編

凡
例

・
底
本
は
、
北
京
市
国
家
図
書
館
蔵
『
四
書
私
存
』
（
明
嘉
靖
二
十
二
年
刻
本
）
を
用
い
た
。

・
原
文
に
お
い
て
判
読
出
来
な
い
字
は
□
で
表
記
し
た
。

・
書
き
下
し
に
お
い
て
、
『
論
語
』
本
文
に
お
け
る
□
は
〔

〕
で
示
し
た
。

・
書
き
下
し
に
お
い
て
、
季
本
注
に
お
け
る
□
は
、
類
推
で
き
る
場
合
は
〔

〕
で
示
し
、
校
異
を
附
し
た
。

・
季
本
『
説
理
会
編
』
は
、
清
華
大
学
図
書
館
蔵
明
馮
継
科
刻
本
（
四
庫
全
書
存
目
叢
書
所
収
）
を
用
い
た
。

・
校
異
お
よ
び
解
釈
に
は
、
朱
湘
鈺

点
校
、
鍾
彩
鈞

校
訂
『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
、
二
〇
一
三

年
六
月
）
を
参
考
と
し
て
用
い
た
。

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
30
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論
語
私
存
卷
十
五

會
稽
季
本
箋
釋

衛
靈
公
第
十
五

【
一
】

○
衛
靈
公
問
陳
於
孔
子
。
孔
子
對
曰
、
俎
豆
之
事
、
則
嘗
聞
之
矣
。
軍
旅
之
事
、
未
之
學
也
。
明
日
遂
行
。
在
陳
絶
糧
。
從

者
病
、
莫
能
興
。
子
路
慍
見
曰
、
君
子
亦
有
窮
乎
。
子
曰
、
君
子
固
窮
。
小
人
窮
斯
濫
矣
。

爼
豆
之
事
、
謂
諸
侯
交
隣
國
而
燕
饗
交
歡
也
。
軍
旅
之
事
、
謂
列
陳
以
戰
。
此
則
聖
人
誠
有
所
未
學
焉
。
○
在
陳
絶
糧
、

即
孟
子
盡
心
下
篇
所
謂
厄
於
陳
蔡
之
間
也
。
固
窮
、
集
註
本
何
氏
説
。
以
文
勢
與
上
文
亦
有
二
字
相
應
也
。

［
訓
読
］

○
衛
の
霊
公
、
陳
を
孔
子
に
問
ふ
。
孔
子
対
へ
て
曰
く
、
俎
豆
の
事
は
、
則
ち
嘗
て
之
を
聞
け
り
。
軍
旅
の
事
は
、
未
だ
之

を
学
ば
ざ
る
な
り
、
と
。
明
日
遂
に
行
る
。
陳
に
在
り
て
糧
を
絶
つ
。
従
者
病
み
て
、
能
く
興
つ
も
の
莫
し
。
子
路
慍
り
見

さ

た

え
て
曰
く
、
君
子
も
亦
た
窮
す
る
こ
と
有
り
や
。
子
曰
く
、
君
子
固
よ
り
窮
す
。
小
人
は
窮
す
れ
ば
斯
に
濫
す
。

爼
豆
の
事
は
、
諸
侯
の
隣
国
と
交
は
り
て
燕
饗
交
歓
す
る
を
謂
ふ
。
軍
旅
の
事
は
、
陳
を
列
ね
て
以
て
戦
ふ
を
謂
ふ
。

此
れ
則
ち
聖
人
誠
に
未
だ
学
ば
ざ
る
所
有
り
。
○
陳
に
在
り
て
糧
を
絶
つ
は
、
即
ち
孟
子
尽
心
下
篇
に
所
謂
陳
蔡
の
間
に

厄
す
、
な
り
。
固
窮
は
、
集
註
、
何
氏
の
説
に
本
づ
く
。
文
勢
の
上
文
の
亦
有
の
二
字
と
相
応
ず
る
を
以
て
な
り
。

『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
三
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）
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［
語
釈
］

○
孟
子
盡
心
下
篇

『
孟
子
』
尽
心
下
に
「
君
子
の
陳
蔡
の
間
に
厄
す
る
は
、
上
下
の
交
は
り
無
け
れ
ば
な
り
」
と

あ
る
。

○
集
註
本
何
氏
説

『
論
語
集
注
』
衛
霊
公
・

章
に
「
何
氏
曰
く
、
濫
は
溢
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
君
子
固
よ
り

1

窮
す
る
時
有
れ
ど
も
、
小
人
の
窮
す
れ
ば
則
ち
放
溢
し
て
非
を
為
す
が
ご
と
く
な
ら
ず
」
と
何
晏
の
説
が
見
え
、

続
い
て
「
程
子
曰
く
、
固
窮
は
固
く
其
の
窮
を
守
る
、
と
。
亦
た
通
ず
」
と
、
程
頤
の
説
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。

【
二
】

○
子
曰
、
賜
也
、
女
以
予
爲
多
學
而
識
之
者
與
。
對
曰
、
然
。
非
與
。
曰
、
非
也
。
予
一
以
貫
之
。

多
學
而
識
、
識
亦
有
得
於
心
、
但
未
合
一
。
故
以
識
而
應
物
、
則
未
免
物
物
刻
雕
。
一
則
隨
事
而
應
、
不
待
議
擬
於
外
矣
。

詳
見
説
理
會
編
卷
五
。
○
集
註
以
孔
子
所
告
曾
子
子
貢
之
一
貫
分
知
行
、
非
精
一
之
本
旨
也
。
辯
見
説
理
會
編
卷
四
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
賜
や
、
女
、
予
を
以
て
多
く
学
び
て
之
を
識
る
者
と
為
す
か
。
対
へ
て
曰
く
、
然
り
。
非
な
り
や
。
曰
く
、
非

な
り
。
予
、
一
以
て
之
を
貫
く
。

多
く
学
び
て
識
る
、
識
る
も
亦
た
心
に
得
る
こ
と
有
る
も
、
但
だ
未
だ
合
一
せ
ず
。
故
に
識
る
を
以
て
し
て
物
に
応
ず

れ
ば
、
則
ち
未
だ
物
物
刻
雕
す
る
を
免
れ
ず
。
一
は
則
ち
事
に
随
ひ
て
応
じ
、
外
に
議
擬
す
る
を
待
た
ず
。
詳
し
く
は
説
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論
語
私
存
』
訳
注
（
十
三
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
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松
野
）

理
会
編
巻
五
に
見
ゆ
。
○
集
註
、
孔
子
の
曾
子
、
子
貢
に
告
ぐ
る
所
の
一
貫
を
以
て
知
行
を
分
か
つ
は
、
精
一
の
本
旨
に

非
ざ
る
な
り
。
弁
は
説
理
会
編
巻
四
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
詳
見
説
理
會
編
巻
五

『
説
理
会
編
』
巻
五
・

条
に
「
積
累
す
る
こ
と
多
く
し
て
後
に
心
に
得
る
こ
と
有
る
、

4

是
れ
を
多
く
学
び
て
識
る
と
為
す
。
識
未
だ
不
顕
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
未
だ
声
色
を
離
れ
ず
、
工
夫
は
間
断
す

る
の
時
有
る
を
免
れ
ざ
れ
ば
、
以
て
一
と
為
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
述
而
篇
の
「
黙
し
て
之
を
識
る
」
（
2

章
）
、
「
多
く
聞
き
て
其
の
善
な
る
者
を
択
び
て
之
に
従
ひ
、
多
く
見
て
之
を
識
る
」
（

章
）
と
の
異
同
に
つ
い

27

て
も
論
じ
て
い
る
。

○
集
註
～
分
知
行

『
論
語
集
注
』
衛
霊
公
・

章
に
、
『
論
語
』
里
仁
・

章
の
曾
子
に
告
げ
た
「
吾
が
道
は
一

2

15

以
て
之
を
貫
く
」
と
本
章
と
を
指
し
て
「
彼
は
行
を
以
て
言
ひ
、
此
は
知
を
以
て
言
ふ
」
と
あ
る
。

○
辯
見
説
理
會
編
巻
四

『
説
理
会
編
』
巻
四
・

条
で
も
『
論
語
集
注
』
を
引
き
、
そ
の
上
で
「
若
し
曾
子
を
行

23

上
に
得
る
所
有
り
、
子
貢
を
知
上
に
得
る
所
有
り
と
謂
へ
ば
、
則
ち
可
な
り
。
若
し
一
貫
に
知
行
の
分
有
り
と
謂

へ
ば
、
則
ち
不
可
な
り
。
蓋
し
堯
舜
精
一
の
伝
は
、
惟
だ
此
れ
の
み
。
故
に
本
体
よ
り
言
へ
ば
、
一
に
し
て
精
な

る
者
は
、
誠
な
れ
ば
則
ち
明
な
り
。
功
夫
を
以
て
言
へ
ば
、
精
に
し
て
一
な
る
者
は
、
明
な
れ
ば
則
ち
誠
な
り
。

至
誠
無
息
、
息
有
れ
ば
則
ち
便
ち
精
な
ら
ず
、
以
て
一
と
為
る
べ
か
ら
ざ
る
の
み
」
と
あ
る
。
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【
三
】

○
子
曰
、
由
、
知
德
者
鮮
矣
。

云
知
德
、
則
以
實
有
諸
己
而
言
矣
。
德
有
諸
己
、
則
其
容
貌
辭
氣
之
間
、
自
無
鄙
暴
矣
。
子
貢
得
聞
一
貫
、
蓋
庶
幾
可
進

於
此
焉
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
由
よ
、
徳
を
知
る
者
は
鮮
な
し
。

徳
を
知
る
と
云
ふ
は
、
則
ち
実
に
諸
を
己
に
有
す
る
を
以
て
し
て
言
ふ
。
徳
、
諸
を
己
に
有
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
容
貌

こ
れ

辞
気
の
間
、
自
づ
か
ら
鄙
暴
無
か
ら
ん
。
子
貢
の
一
貫
を
聞
く
を
得
る
は
、
蓋
し
此
に
進
む
べ
き
に
庶
幾
し
。

［
語
釈
］

○
子
貢
得
聞
一
貫

『
論
語
』
衛
霊
公
・

章
。

2

【
四
】

○
子
曰
、
無
爲
而
治
者
、
其
舜
也
與
。
夫
何
爲
哉
。
恭
己
正
南
面
而
已
矣
。

聖
人
之
治
、
皆
是
德
盛
人
化
。
而
孔
子
獨
以
無
爲
而
治
稱
舜
者
、
非
謂
紹
堯
則
無
事
可
爲
、
得
人
則
有
臣
任
職
也
。
蓋
專

以
其
成
治
功
而
言
爾
。
古
之
聖
人
同
一
化
民
之
德
。
然
而
能
致
治
功
之
成
者
少
矣
。
恐
人
疑
爲
治
須
有
爲
。
故
特
舉
舜
言
、

以
見
無
爲
之
果
可
以
治
也
。
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『
論
語
私
存
』
訳
注
（
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三
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
無
為
に
し
て
治
ま
る
者
は
、
其
れ
舜
な
る
か
。
夫
れ
何
を
か
為
さ
ん
や
。
己
を
恭
し
く
し
て
正
し
く
南
面
す
る

の
み
。聖

人
の
治
は
、
皆
是
れ
徳
盛
ん
に
し
て
人
化
す
。
而
し
て
孔
子
独
り
無
為
に
し
て
治
ま
る
を
以
て
舜
を
称
ふ
る
者
は
、

堯
を
紹
げ
ば
則
ち
事
の
為
す
べ
き
無
く
、
人
を
得
れ
ば
則
ち
臣
の
職
に
任
ず
る
有
る
を
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
蓋
し
専
ら

つ

其
の
治
功
を
成
す
を
以
て
し
て
言
ふ
の
み
。
古
の
聖
人
は
同
じ
く
民
を
化
す
る
の
徳
を
一
に
す
。
然
り
而
し
て
能
く
治
功

の
成
る
を
致
す
者
は
少
な
し
。
恐
ら
く
は
人
、
治
を
為
す
は
須
ら
く
為
す
こ
と
有
る
べ
し
と
疑
ふ
。
故
に
特
に
舜
を
挙
げ

て
言
ひ
て
、
以
て
無
為
の
果
た
し
て
以
て
治
む
べ
き
を
見
す
な
り
。

し
め

【
五
】

○
子
張
問
行
。
子
曰
、
言
忠
信
、
行
篤
敬
、
雖
蠻
貊
之
邦
行
矣
。
言
不
忠
信
、
行
不
篤
敬
、
雖
州
里
行
乎
哉
。
立
則
見
其
參

於
前
也
。
在
輿
則
見
其
倚
於
衡
也
。
夫
然
後
行
。
子
張
書
諸
紳
。

見
人
則
起
、
出
外
則
乘
車
。
皆
以
其
接
物
言
也
。
參
於
前
者
人
、
倚
於
衡
者
身
、
其
所
見
者
、
忠
信
篤
敬
也
。
能
行
之
本

在
此
。
子
張
雖
不
能
如
顔
冉
之
請
事
斯
語
、
然
書
紳
一
事
亦
庶
幾
接
目
警
心
矣
。
故
子
張
晩
年
工
夫
造
於
切
實
之
地
、
如

士
見
危
授
命
、
執
德
不
弘
諸
章
所
言
、
則
可
見
矣
。

［
訓
読
］
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○
子
張
、
行
は
れ
ん
こ
と
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
言
、
忠
信
、
行
、
篤
敬
な
れ
ば
、
蛮
貊
の
邦
と
雖
も
行
は
れ
ん
。
言
、
忠
信

な
ら
ず
、
行
、
篤
敬
な
ら
ざ
れ
ば
、
州
里
と
雖
も
行
は
れ
ん
や
。
立
て
ば
則
ち
其
の
前
に
参
ず
る
を
見
る
。
輿
に
在
れ
ば
則

ち
其
の
衡
に
倚
る
を
見
る
。
夫
れ
然
る
後
に
行
は
れ
ん
、
と
。
子
張
、
諸
を
紳
に
書
す
。

こ
れ

人
を
見
れ
ば
則
ち
起
ち
、
外
に
出
づ
れ
ば
則
ち
車
に
乗
る
。
皆
其
の
物
に
接
す
る
を
以
て
言
ふ
。
前
に
参
ず
る
者
は
人
、

衡
に
倚
る
者
は
身
、
其
の
見
る
所
の
者
は
、
忠
信
篤
敬
な
り
。
能
く
行
は
る
る
の
本
は
此
に
在
り
。
子
張
、
顔
冉
の
請
ふ

斯
の
語
を
事
と
せ
ん
の
ご
と
く
な
る
こ
と
能
は
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
紳
に
書
す
る
の
一
事
も
亦
た
目
に
接
し
心
に
警
む

る
に
庶
幾
し
。
故
に
子
張
の
晩
年
の
工
夫
は
切
実
の
地
に
造
り
、
士
は
危
ふ
き
を
見
て
は
命
を
授
く
、
徳
を
執
る
こ
と
弘

い
た

か
ら
ず
の
諸
章
に
言
ふ
所
の
ご
と
き
は
、
則
ち
見
る
べ
し
。

［
語
釈
］

○
顔
冉
之
請
事
斯
語

『
論
語
』
顔
淵
・

章
に
て
顔
子
淵
が
、
顔
淵
・

章
に
て
冉
仲
弓
が
、
孔
子
に
教
え
を
受

1

2

け
て
い
ず
れ
も
「
不
敏
な
り
と
雖
も
請
ふ
斯
の
語
を
事
と
せ
ん
」
と
発
言
し
て
い
る
。

○
士
見
危
授
命

『
論
語
』
子
張
・

章
。

1

○
執
德
不
弘

『
論
語
』
子
張
・

章
。

2

［
校
異]○

皆
以
其
接
物
言
也

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
は
「
以
」
を
「
公
」
に
作
る
。
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【
六
】

○
子
曰
、
直
哉
、
史
魚
。
邦
有
道
如
矢
、
邦
無
道
如
矢
。
君
子
哉
、
蘧
伯
玉
。
邦
有
道
則
仕
、
邦
無
道
則
可
卷
而
懷
之
。

史
魚
之
直
亦
出
誠
心
。
故
孔
子
取
之
。
但
不
若
蘧
伯
玉
合
於
君
子
之
道
耳
。
由
此
觀
之
、
則
伯
玉
固
學
聖
學
者
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
直
な
る
か
な
、
史
魚
。
邦
に
道
有
る
も
矢
の
ご
と
く
、
邦
に
道
無
き
も
矢
の
ご
と
し
。
君
子
な
る
か
な
、
蘧
伯

玉
。
邦
に
道
有
れ
ば
則
ち
仕
へ
、
邦
に
道
無
け
れ
ば
則
ち
巻
き
て
之
を
懐
に
す
べ
し
。

史
魚
の
直
も
亦
た
誠
心
に
出
づ
。
故
に
孔
子
、
之
を
取
る
。
但
だ
蘧
伯
玉
の
君
子
の
道
に
合
す
る
に
若
か
ざ
る
の
み
。

此
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
則
ち
伯
玉
は
固
に
聖
学
を
学
ぶ
者
な
り
。

【
七
】

○
子
曰
、
可
與
言
而
不
與
之
言
、
失
人
。
不
可
與
言
而
與
之
言
、
失
言
。
知
者
不
失
人
、
亦
不
失
言
。

此
全
係
乎
是
非
之
心
明
、
而
有
知
人
之
鑑
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
与
に
言
ふ
べ
く
し
て
之
と
言
は
ざ
れ
ば
、
人
を
失
ふ
。
与
に
言
ふ
べ
か
ら
ず
し
て
之
と
言
へ
ば
、
言
を
失
ふ
。

知
者
は
人
を
失
は
ず
、
亦
た
言
を
失
は
ず
。

此
れ
全
く
是
非
の
心
明
ら
か
に
し
て
、
人
を
知
る
の
鑑
有
る
に
係
る
。
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【
八
】

○
子
曰
、
志
士
仁
人
、
無
求
生
以
害
仁
、
有
殺
身
以
成
仁
。

志
士
雖
未
成
德
、
亦
求
仁
者
也
。
求
生
害
仁
、
是
其
心
所
不
安
也
。
程
子
曰
、
實
理
得
之
於
心
、
生
不
安
於
死
。
其
言
切

矣
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
志
士
仁
人
は
、
生
を
求
め
て
以
て
仁
を
害
す
る
こ
と
無
く
、
身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
す
こ
と
有
り
。

志
士
は
未
だ
徳
を
成
さ
ず
と
雖
も
、
亦
た
仁
を
求
む
る
者
な
り
。
生
を
求
め
仁
を
害
す
る
は
、
是
れ
其
の
心
の
安
か
ら

ざ
る
所
な
り
。
程
子
曰
く
、
実
理
之
を
心
に
得
れ
ば
、
生
は
死
よ
り
も
安
か
ら
ず
、
と
。
其
の
言
、
切
な
り
。

［
語
釈
］

○
程
子
曰
～
生
不
安
於
死

『
論
語
集
注
』
衛
霊
公
・

章
に
引
く
程
子
語
を
約
め
た
も
の
。

8

【
九
】

○
子
貢
問
為
仁
。
子
曰
、
工
欲
善
其
事
、
必
先
利
其
器
。
居
是
邦
也
、
事
其
大
夫
之
賢
者
、
友
其
士
之
仁
者
。

子
貢
嘗
遊
諸
侯
之
國
、
恐
其
所
至
之
地
、
悦
不
若
己
者
。
故
以
親
賢
取
友
告
之
。
而
曰
居
是
邦
也
、
則
隨
所
往
而
無
不
然

矣
。
黄
勉
齋
曰
、
大
夫
言
賢
、
已
見
於
行
事
者
也
。
士
言
仁
、
方
見
於
脩
身
者
也
。
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［
訓
読
］

○
子
貢
、
仁
を
為
す
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
工
、
其
の
事
を
善
く
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
先
ず
其
の
器
を
利
く
す
。
是
の
邦

に
居
る
や
、
其
の
大
夫
の
賢
者
に
事
へ
、
其
の
士
の
仁
者
を
友
と
す
。

子
貢
嘗
て
諸
侯
の
国
に
遊
ぶ
に
、
其
の
至
る
所
の
地
、
己
に
若
か
ざ
る
者
を
悦
ぶ
を
恐
る
。
故
に
賢
に
親
し
み
友
を
取

る
を
以
て
之
に
告
ぐ
。
而
も
是
の
邦
に
居
る
や
と
曰
ふ
は
、
則
ち
往
く
所
に
随
ひ
て
然
ら
ざ
る
こ
と
無
か
れ
、
と
な
り
。

黄
勉
斎
曰
く
、
大
夫
の
賢
と
言
ふ
は
、
已
に
事
を
行
ふ
に
見
は
る
る
者
な
り
。
士
の
仁
と
言
ふ
は
、
方
に
身
を
脩
む
る
に

見
は
る
る
者
な
り
、
と
。

［
語
釈
］

○
黄
勉
齋
曰
～
方
見
於
脩
身
者
也

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

9

［
校
異]○

故
以
親
賢
取
友
告
之

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
は
「
故
」
を
欠
く
。

【
十
】

○
顏
淵
問
為
邦
。
子
曰
、
行
夏
之
時
、
乘
殷
之
輅
、
服
周
之
冕
、
樂
則
韶
舞
。
放
鄭
聲
、
遠
佞
人
。
鄭
聲
淫
、
佞
人
殆
。

行
夏
之
時
、
非
謂
改
正
朔
也
。
蓋
以
夏
時
節
令
、
民
事
具
焉
、
當
實
舉
行
之
。
如
堯
典
所
謂
允
釐
也
。
即
此
一
語
、
敬
授

民
時
之
道
盡
於
此
矣
。
殷
輅
朴
素
、
出
則
人
所
共
見
、
乘
此
可
以
示
朴
也
。
冕
以
章
德
、
周
制
尤
爲
華
美
、
服
之
可
以
勸
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有
位
也
。
韶
樂
盡
善
盡
美
、
用
之
可
以
和
人
心
也
。
輅
冕
樂
、
自
虞
夏
至
周
、
必
皆
通
行
、
各
舉
其
一
也
。
放
鄭
聲
、
恐

其
導
淫
也
。
遠
佞
人
、
恐
其
亂
正
也
。
此
皆
治
民
之
切
務
、
雖
諸
侯
亦
當
如
此
。
不
必
專
以
爲
治
天
下
之
事
、
而
爲
邦
之

問
、
爲
謙
辭
也
。
但
治
民
之
本
、
則
顔
子
已
備
。
故
舉
禮
樂
之
當
見
於
設
施
者
言
之
耳
。

［
訓
読
］

○
顔
淵
、
邦
を
為
む
る
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
夏
の
時
を
行
ひ
、
殷
の
輅
に
乗
り
、
周
の
冕
を
服
し
、
楽
は
則
ち
韶
舞
。
鄭
声

を
さ

を
放
ち
て
、
佞
人
を
遠
ざ
く
。
鄭
声
は
淫
に
、
佞
人
は
殆
ふ
し
。

夏
の
時
を
行
ふ
は
、
正
朔
を
改
む
る
を
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
蓋
し
夏
の
時
の
節
令
、
民
事
具
は
れ
る
を
以
て
、
当
に

実
に
之
を
挙
行
す
べ
し
。
堯
典
に
所
謂
允
釐
の
ご
と
し
。
此
の
一
語
に
即
け
ば
、
敬
し
て
民
に
時
を
授
く
る
の
道
、
此
に

尽
き
た
り
。
殷
の
輅
は
朴
素
に
し
て
、
出
づ
れ
ば
則
ち
人
の
共
に
見
る
所
に
し
て
、
此
に
乗
れ
ば
以
て
朴
を
示
す
べ
し
。

冕
は
以
て
徳
を
章
ら
か
に
し
、
周
制
尤
も
華
美
た
り
て
、
之
を
服
れ
ば
以
て
位
有
る
を
勧
む
べ
し
。
韶
楽
は
善
を
尽
く
し

か
ぶ

美
を
尽
く
し
、
之
を
用
ふ
れ
ば
以
て
人
心
を
和
す
べ
し
。
輅
、
冕
、
楽
は
、
虞
、
夏
よ
り
周
に
至
る
ま
で
、
必
ず
皆
通
行

し
、
各
お
の
其
の
一
を
挙
ぐ
。
鄭
声
を
放
つ
は
、
其
の
淫
を
導
く
を
恐
る
れ
ば
な
り
。
佞
人
を
遠
ざ
く
る
は
、
其
の
正
を

乱
す
を
恐
る
れ
ば
な
り
。
此
れ
皆
民
を
治
む
る
の
切
務
に
し
て
、
諸
侯
と
雖
も
亦
た
当
に
此
く
の
ご
と
く
な
る
べ
し
。
必

ず
し
も
専
ら
以
て
天
下
を
治
む
る
の
事
と
為
さ
ず
し
て
、
邦
を
為
む
る
を
之
れ
問
ふ
は
、
謙
辞
を
為
せ
ば
な
り
。
但
だ
民

を
治
む
る
の
本
は
、
則
ち
顔
子
已
に
備
は
れ
り
。
故
に
礼
楽
の
当
に
設
施
に
見
は
る
る
べ
き
者
を
挙
げ
て
之
を
言
ふ
の
み
。

［
語
釈
］
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○
堯
典
所
謂
允
釐

『
書
経
』
堯
典
に
「
允
に
百
工
を
釐
め
、
庶
績
咸
熙
る
」
と
あ
る
。

ま
こ
と

を
さ

お
こ

○
韶
樂
盡
善
盡
美

『
論
語
』
八
佾
・

章
。

25

［
校
異]○

恐
其
導
淫
也

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
は
「
導
」
を
「
道
」
に
作
る
。

【
十
一
】

○
子
曰
、
人
無
遠
慮
、
必
有
近
憂
。

蔡
覺
軒
、
饒
雙
峰
皆
謂
、
蘇
氏
説
遠
近
止
以
地
言
、
須
兼
時
言
、
其
意
方
足
。
此
亦
可
通
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
人
遠
き
慮
り
無
け
れ
ば
、
必
ず
近
き
憂
ひ
有
り
。

蔡
覚
軒
、
饒
双
峰
皆
謂
へ
ら
く
、
蘇
氏
の
遠
近
を
説
き
て
止
だ
地
を
以
て
言
ふ
は
、
時
を
兼
ね
て
言
ふ
を
須
ち
て
、
其

ま

の
意
方
め
て
足
ら
ん
、
と
。
此
れ
も
亦
た
通
ず
べ
し
。

は
じ

［
語
釈
］

○
蔡
覺
軒
饒
雙
峰
～
其
意
方
足

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。
『
論
語
集
注
』
同
章
に
「
蘇
氏
曰
く
、
人

11

の
履
む
所
の
者
は
、
足
を
容
る
る
の
外
は
皆
無
用
の
地
た
る
も
、
廃
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
慮
り
千
里
の
外
に
在
ら

ざ
れ
ば
、
則
ち
患
ひ
は
几
席
の
下
に
在
り
」
と
の
蘇
軾
の
説
が
見
え
、
蔡
覚
軒
は
「
蘇
氏
の
説
を
按
ず
る
に
、
遠
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近
を
説
く
に
地
を
以
て
言
ふ
。
若
し
遠
近
、
時
を
以
て
言
ふ
も
、
恐
ら
く
は
亦
た
通
ず
べ
し
」
、
饒
双
峰
は
「
蘇

氏
只
だ
地
の
遠
近
を
説
き
得
て
、
時
の
遠
近
を
説
く
を
欠
く
。
若
し
慮
り
千
百
年
の
遠
き
に
及
ば
ざ
れ
ば
、
則
ち

患
ひ
旦
夕
の
近
き
に
在
ら
ん
と
云
へ
ば
、
意
方
め
て
足
ら
ん
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

【
十
二
】

○
子
曰
、
已
矣
乎
。
吾
未
見
好
德
如
好
色
者
也
。

此
語
已
見
子
罕
篇
。
此
加
已
矣
乎
三
字
、
則
意
更
切
耳
。
蓋
必
顔
子
死
後
之
言
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
已
ん
ぬ
る
か
な
。
吾
未
だ
徳
を
好
む
こ
と
色
を
好
む
が
ご
と
く
な
る
者
を
見
ざ
る
な
り
。

此
の
語
已
に
子
罕
篇
に
見
る
。
此
に
已
矣
乎
の
三
字
を
加
ふ
れ
ば
、
則
ち
意
更
に
切
な
る
の
み
。
蓋
し
必
ず
顔
子
の
死

こ
こ

後
の
言
な
ら
ん
。

［
語
釈
］

○
此
語
已
見
子
罕
篇

『
論
語
』
子
罕
・

章
。

17

【
十
三
】

○
子
曰
、
臧
文
仲
其
竊
位
者
與
。
知
柳
下
惠
之
賢
、
而
不
與
立
也
。
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饒
雙
峰
謂
、
臧
文
仲
自
居
上
位
、
亦
自
有
所
長
。
若
與
柳
下
惠
並
立
、
便
被
他
形
出
己
之
短
。
所
以
蔽
而
不
進
。
此
言
深

得
蔽
賢
者
之
情
状
。
文
仲
與
公
叔
文
子
薦
大
夫
僎
同
升
諸
公
者
不
同
。
故
孔
子
以
爲
竊
位
、
可
以
見
仁
人
惡
媢
嫉
之
本
心

者
矣
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
臧
文
仲
は
其
れ
位
を
窃
む
者
か
。
柳
下
恵
の
賢
を
知
り
て
、
与
に
立
た
ざ
る
な
り
。

饒
双
峰
謂
へ
ら
く
、
臧
文
仲
は
自
ら
上
位
に
居
り
、
亦
た
自
ら
長
と
す
る
所
有
り
。
若
し
柳
下
恵
と
並
び
立
て
ば
、
便

ち
他
に
己
の
短
を
形
出
せ
ら
れ
ん
。
所
以
に
蔽
ひ
て
進
め
ず
、
と
。
此
の
言
、
深
く
賢
を
蔽
ふ
者
の
情
状
を
得
た
り
。
文

仲
は
公
叔
文
子
の
大
夫
僎
を
薦
め
て
同
じ
く
諸
を
公
に
升
せ
し
む
る
者
と
同
じ
か
ら
ず
。
故
に
孔
子
以
て
位
を
窃
む
と
為

こ
れ

す
は
、
以
て
仁
人
の
媢
嫉
を
悪
む
の
本
心
を
見
す
べ
き
者
な
り
。

［
語
釈
］

○
饒
雙
峰
謂
～
所
以
蔽
而
不
進

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

13

○
公
叔
文
子
薦
大
夫
僎
同
升
諸
公

『
論
語
』
憲
問
・

章
。

19

【
十
四
】

○
子
曰
、
躬
自
厚
、
而
薄
責
於
人
、
則
遠
怨
矣
。

朱
子
曰
、
厚
是
責
了
又
責
、
自
責
不
已
之
意
。
新
安
陳
氏
曰
、
非
爲
求
遠
怨
而
爲
之
。
遠
怨
乃
自
然
之
效
也
。
此
二
説
者
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皆
得
此
章
本
旨
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
躬
自
ら
厚
く
し
て
、
人
を
責
む
る
に
薄
け
れ
ば
、
則
ち
怨
み
に
遠
ざ
か
る
。

朱
子
曰
く
、
厚
は
是
れ
責
め
了
り
て
又
た
責
め
、
自
ら
責
め
て
已
ま
ざ
る
の
意
な
り
。
新
安
陳
氏
曰
く
、
怨
み
に
遠
ざ

か
る
を
求
む
る
為
に
之
を
為
す
に
非
ず
。
怨
み
に
遠
ざ
か
る
は
乃
ち
自
然
の
効
な
り
。
此
の
二
説
は
皆
此
の
章
の
本
旨
を

得
た
り
。

［
語
釈
］

○
朱
子
曰
～
自
責
不
已
之
意

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

14

○
新
安
陳
氏
曰
～
自
然
之
效
也

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

14

【
十
五
】

○
子
曰
、
不
曰
如
之
何
、
如
之
何
者
、
吾
末
如
之
何
也
已
矣
。

如
之
何
、
集
註
解
爲
熟
思
審
處
、
猶
云
繹
也
。
子
罕
篇
云
、
説
而
不
繹
、
吾
末
如
之
何
也
已
矣
。
即
此
意
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
之
を
如
何
せ
ん
、
之
を
如
何
せ
ん
と
曰
は
ざ
る
者
は
、
吾
之
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
末
き
の
み
。

な

之
を
如
何
せ
ん
、
集
註
解
し
て
熟
思
し
て
審
処
す
と
為
す
は
、
猶
ほ
繹
と
云
ふ
が
ご
と
し
。
子
罕
篇
に
云
く
、
説
び
て
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繹
ね
ざ
る
は
、
吾
、
之
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
末
き
の
み
、
と
。
即
ち
此
の
意
な
り
。

［
語
釈
］

○
集
註
解
爲
熟
思
審
處

『
論
語
集
注
』
衛
霊
公
・

章
。

15

○
子
罕
篇
云

『
論
語
』
子
罕
・

章
。

23

【
十
六
】

○
子
曰
、
群
居
終
日
、
言
不
及
義
、
好
行
小
慧
。
難
矣
哉
。

言
不
及
義
、
而
好
行
小
慧
、
則
群
居
之
所
爲
皆
計
較
傾
邪
之
事
耳
。
故
南
軒
張
氏
曰
、
義
者
天
理
之
公
、
小
慧
則
謬
巧
之

私
而
已
。
小
慧
之
好
、
義
之
賊
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
群
居
し
て
終
日
、
言
、
義
に
及
ば
ず
、
好
み
て
小
慧
を
行
ふ
。
難
い
か
な
。

言
、
義
に
及
ば
ず
し
て
、
好
み
て
小
慧
を
行
へ
ば
、
則
ち
群
居
の
為
す
所
は
皆
計
較
傾
邪
の
事
の
み
。
故
に
南
軒
張
氏

曰
く
、
義
は
天
理
の
公
、
小
慧
は
則
ち
謬
巧
の
私
の
み
。
小
慧
を
之
れ
好
む
は
、
義
の
賊
な
り
、
と
。

［
語
釈
］

○
南
軒
張
氏
曰
～
義
之
賊
也

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

16
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【
十
七
】

○
子
曰
、
君
子
義
以
爲
質
、
禮
以
行
之
、
孫
以
出
之
、
信
以
成
之
。
君
子
哉
。

此
以
制
事
言
。
故
主
於
義
。
義
者
、
剛
決
無
所
牽
纏
也
。
義
之
行
處
是
禮
。
無
禮
則
不
文
、
而
率
於
行
。
義
之
出
處
是
孫
。

無
孫
則
不
順
、
而
滞
於
出
。
義
之
成
處
是
信
。
無
信
則
不
實
、
而
苟
於
成
。
君
子
之
制
事
如
此
、
一
本
於
天
理
之
正
而
已
。

此
其
所
以
爲
君
子
歟
。
禮
孫
猶
言
禮
樂
。
蓋
文
之
以
禮
樂
、
亦
可
以
爲
成
人
之
意
。
不
言
仁
智
者
、
義
禮
孫
信
皆
仁
智
之

存
於
心
者
也
、
以
応
事
言
。
故
不
及
仁
智
耳
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
、
義
以
て
質
と
為
し
、
礼
以
て
之
を
行
ひ
、
孫
以
て
之
を
出
だ
し
、
信
以
て
之
を
成
す
。
君
子
な
る
か
な
。

此
れ
事
を
制
す
る
を
以
て
言
ふ
。
故
に
義
を
主
と
す
。
義
は
、
剛
く
決
し
て
牽
纏
す
る
所
無
し
。
義
の
行
ふ
処
は
是
れ

礼
な
り
。
礼
無
け
れ
ば
則
ち
文
な
ら
ず
し
て
、
行
に
率
ゐ
ら
る
。
義
の
出
づ
る
処
は
是
れ
孫
な
り
。
孫
無
け
れ
ば
則
ち
順

な
ら
ず
し
て
、
出
だ
す
に
滞
る
。
義
の
成
る
処
は
是
れ
信
な
り
。
信
無
け
れ
ば
則
ち
実
な
ら
ず
し
て
、
成
す
に

苟

も
す
。

い
や
し
く

君
子
の
事
を
制
す
る
こ
と
此
く
の
ご
と
く
、
一
に
天
理
の
正
に
本
づ
く
の
み
。
此
れ
其
の
君
子
た
る
所
以
な
る
か
な
。
礼

孫
は
猶
ほ
礼
楽
と
言
ふ
が
ご
と
し
。
蓋
し
之
を
文
る
に
礼
楽
を
以
て
す
れ
ば
、
亦
た
以
て
成
人
と
為
す
べ
し
、
の
意
な
り
。

仁
智
を
言
は
ざ
る
者
は
、
義
、
礼
、
孫
、
信
は
皆
仁
智
の
心
に
存
す
る
者
に
し
て
、
事
に
応
ず
る
を
以
て
言
へ
ば
な
り
。

故
に
仁
智
に
及
ば
ざ
る
の
み
。

［
語
釈
］
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○
文
之
以
禮
樂
～
爲
成
人
之
意

『
論
語
』
憲
問
・

章
。

13

【
十
八
】

○
子
曰
、
君
子
病
無
能
焉
。
不
病
人
之
不
己
知
也
。

此
與
前
篇
不
患
人
之
不
己
知
、
患
其
不
能
也
同
意
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
は
能
く
す
る
こ
と
無
き
を
病
ふ
。
人
の
己
を
知
ら
ざ
る
を
病
へ
ず
。

此
れ
前
篇
の
人
の
己
を
知
ら
ざ
る
こ
と
を
患
へ
ず
、
其
の
能
く
せ
ざ
る
を
患
ふ
と
意
を
同
じ
く
す
。

［
語
釈
］

○
前
篇

『
論
語
』
憲
問
・

章
。

32

【
十
九
】

○
子
曰
、
君
子
疾
沒
世
而
名
不
稱
焉
。

稱
、
當
讀
去
聲
。
傳
習
錄
已
明
辯
之
矣
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
は
世
を
没
し
て
名
の
称
は
ざ
る
を
疾
む
。

か
な
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称
は
、
当
に
去
声
に
読
む
べ
し
。
伝
習
録
已
に
之
を
明
弁
せ
り
。

［
語
釈
］

○
稱
當
讀
去
聲

平
声
の
「
称
ふ
」
の
意
で
は
な
く
、
去
声
の
「
称
ふ
」
と
解
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
た

か
な

○
傳
習
錄
已
明
辯
之
矣

『
論
語
集
注
』
に
拠
れ
ば
訓
読
は
「
君
子
は
世
を
没
す
る
ま
で
名
の
称
せ
ら
れ
ざ
る
を
疾

む
」
と
な
る
の
に
対
し
て
、
『
伝
習
録
』
巻
上
・

条
に
「
称
字
は
去
声
に
読
む
。
亦
た
声
聞
の
情
に
過
ぐ
る
は

107

君
子
、
之
を
恥
づ
、
の
意
な
り
。
実
の
名
に
称
は
ざ
る
は
、
生
け
る
と
き
は
猶
ほ
補
ふ
べ
し
。
没
す
れ
ば
則
ち
及

ぶ
無
し
」
と
あ
る
。

【
二
十
】

○
子
曰
、
君
子
求
諸
己
、
小
人
求
諸
人
。

邢
氏
曰
、
求
、
責
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
は
諸
を
己
に
求
め
、
小
人
は
諸
を
人
に
求
む
。

こ
れ

せ

邢
氏
曰
く
、
求
は
、
責
な
り
、
と
。

［
語
釈
］

○
邢
氏
曰
求
責
也

『
論
語
注
疏
』
衛
霊
公
・
本
章
の
疏
。
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【
二
十
一
】

○
子
曰
、
君
子
矜
而
不
爭
、
群
而
不
黨
。

南
軒
張
氏
曰
、
矜
莊
自
持
、
易
至
絶
物
而
失
於
爭
。
群
居
相
與
、
易
至
徇
物
而
失
於
黨
。
君
子
非
與
人
異
也
。
處
己
嚴
而

不
失
於
和
、
故
矜
而
不
爭
。
非
不
與
人
同
也
。
待
物
平
而
不
失
於
公
、
故
群
而
不
黨
。
此
説
得
之
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
は
矜
に
し
て
争
は
ず
、
群
し
て
党
せ
ず
。

南
軒
張
氏
曰
く
、
矜
荘
に
し
て
自
ら
持
す
る
は
、
物
を
絶
ち
て
争
に
失
す
る
に
至
り
易
し
。
群
居
し
て
相
与
に
す
る
は
、

物
に
徇
ひ
て
党
に
失
す
る
に
至
り
易
し
。
君
子
は
人
と
異
な
る
に
非
ざ
る
な
り
。
己
を
処
す
る
こ
と
厳
に
し
て
和
に
失
せ

ず
、
故
に
矜
に
し
て
争
は
ず
。
人
と
同
じ
か
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
物
に
待
す
る
こ
と
平
ら
か
に
し
て
公
に
失
せ
ず
、

故
に
群
し
て
党
せ
ず
、
と
。
此
の
説
、
之
を
得
た
り
。

［
語
釈
］

○
南
軒
張
氏
曰
～
故
群
而
不
黨

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

21

【
二
十
二
】

○
子
曰
、
君
子
不
以
言
舉
人
、
不
以
人
廢
言
。
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新
安
陳
氏
之
説
可
取
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
は
言
を
以
て
人
を
挙
げ
ず
、
人
を
以
て
言
を
廃
せ
ず
。

新
安
陳
氏
の
説
取
る
べ
し
。

［
語
釈
］

○
新
安
陳
氏
之
説

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
に
は
「
孔
子
の
宰
予
の
昼
寝
ぬ
る
に
因
り
て
言
を
聴
く
に

22

は
必
ず
行
ひ
を
観
る
、
孟
子
の
陽
貨
の
富
を
為
さ
ん
と
す
れ
ば
仁
な
ら
ず
の
言
を
没
せ
ざ
る
が
ご
と
き
は
、
聖
賢

の
心
、
公
に
し
て
蔽
は
る
る
無
き
が
故
に
此
く
の
ご
と
し
」
と
、
孔
子
の
宰
予
評
（
『
論
語
』
公
冶
長
・

章
）
、

9

孟
子
の
陽
貨
（
陽
虎
）
評
（
『
孟
子
』
滕
文
公
上
・

章
）
を
本
章
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
る
。

3

【
二
十
三
】

○
子
貢
問
曰
、
有
一
言
而
可
以
終
身
行
之
者
乎
。
子
曰
、
其
恕
乎
。
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
。

此
不
言
忠
、
忠
在
勿
施
上
。
朱
子
曰
、
不
忠
不
成
恕
。
説
恕
時
、
忠
在
裏
面
了
。

［
訓
読
］

○
子
貢
問
ふ
て
曰
く
、
一
言
に
し
て
以
て
身
を
終
ふ
る
ま
で
之
を
行
ふ
べ
き
者
有
り
や
。
子
曰
く
、
其
れ
恕
か
。
己
の
欲
せ

ざ
る
所
、
人
に
施
す
こ
と
勿
か
れ
。
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此
れ
忠
を
言
は
ざ
る
も
、
忠
、
勿
施
の
上
に
在
り
。
朱
子
曰
く
、
忠
な
ら
ざ
れ
ば
恕
を
成
さ
ず
。
恕
を
説
く
時
、
忠
は

裏
面
に
在
り
了
れ
り
、
と
。

［
語
釈
］

○
朱
子
曰
～
忠
在
裏
面
了

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

23

【
二
十
四
】

○
子
曰
、
吾
之
於
人
也
、
誰
毀
誰
譽
。
如
有
所
譽
者
、
其
有
所
試
矣
。
斯
民
也
、
三
代
之
所
以
直
道
而
行
也
。

毀
、
害
也
。
譽
、
與
之
也
。
此
章
集
註
極
得
本
旨
。
善
其
善
、
惡
其
惡
、
二
其
字
指
善
惡
之
本
然
者
而
言
。
無
所
私
曲
、

是
三
代
所
行
之
直
道
也
。
以
民
心
本
公
故
三
代
用
之
、
以
行
直
道
。
在
位
者
則
有
賞
罰
、
在
下
者
則
有
褒
貶
、
皆
直
道
也
。

所
以
二
字
、
因
民
字
言
。
朱
子
曰
、
所
以
二
字
本
虚
、
然
意
味
乃
在
此
。
須
識
此
意
。
○
張
南
軒
説
可
毀
可
譽
在
彼
、
與

集
註
不
同
、
今
無
所
取
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
吾
の
人
に
於
け
る
や
、
誰
を
か
毀
り
誰
を
か
誉
め
ん
。
如
し
誉
む
る
所
有
る
者
は
、
其
れ
試
み
る
所
有
り
。
斯

の
民
は
、
三
代
の
直
道
に
し
て
行
ふ
所
以
な
り
。

毀
は
、
害
な
り
。
誉
は
、
之
に
与
す
る
な
り
。
此
の
章
、
集
註
極
め
て
本
旨
を
得
た
り
。
其
の
善
を
善
と
し
、
其
の
悪

く
み

を
悪
と
す
、
二
つ
の
其
字
は
善
悪
の
本
よ
り
然
る
者
を
指
し
て
言
ふ
。
私
曲
す
る
所
無
き
は
、
是
れ
三
代
の
行
ふ
所
の
直
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道
な
り
。
民
心
本
よ
り
公
な
る
を
以
て
の
故
に
三
代
之
を
用
ひ
て
、
以
て
直
道
を
行
ふ
。
位
に
在
る
者
は
則
ち
賞
罰
有
り
、

下
に
在
る
者
は
則
ち
褒
貶
有
る
は
、
皆
直
道
な
り
。
所
以
の
二
字
は
、
民
字
に
因
り
て
言
ふ
。
朱
子
曰
く
、
所
以
の
二
字

は
本
よ
り
虚
な
る
も
、
然
れ
ど
も
意
味
は
乃
ち
此
に
在
り
、
と
。
須
ら
く
此
の
意
を
識
る
べ
し
。
○
張
南
軒
、
毀
る
べ
く

誉
む
べ
き
は
彼
に
在
り
と
説
く
は
、
集
註
と
同
じ
か
ら
ず
、
今
は
取
る
所
無
し
。

［
語
釈
］

○
集
註
極
得
本
旨

『
論
語
集
注
』
衛
霊
公
・

章
に
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
吾
の
毀
誉
す
る
所
無
き
所
以
は
、
蓋
し
此

24

の
民
は
即
ち
三
代
の
時
、
其
の
善
を
善
と
し
、
其
の
悪
を
悪
と
す
る
所
以
に
し
て
、
私
曲
す
る
所
無
き
の
民
な
る

を
以
て
の
故
に
我
今
亦
た
得
て
其
の
是
非
の
実
を
枉
げ
ざ
れ
ば
な
り
」
と
あ
り
、
季
本
の
所
謂
「
二
つ
の
其
字
」

は
こ
の
文
に
基
づ
く
。

○
朱
子
曰
～
然
意
味
乃
在
此

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

24

○
張
南
軒
説
可
毀
可
譽
在
彼

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

24

【
二
十
五
】

○
子
曰
、
吾
猶
及
史
之
闕
文
也
、
有
馬
者
借
人
乘
之
。
今
亡
已
夫
。

史
闕
文
以
待
來
者
、
不
挾
己
見
以
自
是
也
。
馬
借
人
、
謂
以
馬
之
餘
者
借
人
乘
車
也
、
此
齊
氏
説
。
則
乘
當
去
聲
。
與
朱

子
異
矣
。
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［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
吾
猶
ほ
史
の
文
を
闕
き
、
馬
有
る
者
は
人
に
乗
を
借
す
に
及
ぶ
。
今
は
亡
き
か
な
。

史
は
文
を
闕
き
て
以
て
来
者
を
待
ち
、
己
の
見
を
挾
み
て
以
て
自
ら
是
と
せ
ざ
る
な
り
。
馬
、
人
に
借
す
と
は
、
馬
の

余
れ
る
者
を
以
て
人
の
乗
車
に
借
す
を
謂
ふ
、
此
れ
斉
氏
の
説
な
り
。
則
ち
乗
は
当
に
去
声
な
る
べ
し
。
朱
子
と
異
な
れ

り
。

［
語
釈
］

○
馬
借
人
～
與
朱
子
異
矣

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
に
「
斉
氏
曰
く
、
三
代
に
馬
に
乗
る
者
無
し
」
と

25

し
て
、
本
文
の
「
乗
」
を
「
四
頭
だ
て
の
馬
車
」
（
去
声
の
用
法
）
と
解
す
る
説
が
見
え
る
。
『
論
語
集
注
』
同

章
で
は
「
乗
る
」
（
平
声
）
と
解
さ
れ
、
訓
読
は
「
馬
有
る
者
は
人
に
借
し
て
之
に
乗
ら
し
む
」
と
な
る
。

【
二
十
六
】

○
子
曰
、
巧
言
亂
德
。
小
不
忍
、
則
亂
大
謀
。

巧
言
、
自
文
者
也
。
小
不
忍
、
姑
息
者
也
。
巧
言
者
無
德
、
而
足
以
亂
人
之
德
。
小
不
忍
者
無
謀
、
而
足
以
亂
人
之
大
謀
。

不
忍
者
、
不
忍
人
之
心
也
。
集
註
以
匹
夫
之
勇
言
之
、
於
義
不
協
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
巧
言
は
徳
を
乱
る
。
小
、
忍
び
ざ
れ
ば
、
則
ち
大
謀
を
乱
る
。
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巧
言
は
、
自
ら
文
る
者
な
り
。
小
、
忍
び
ず
と
は
、
姑
息
な
る
者
な
り
。
巧
言
な
る
者
は
徳
無
く
し
て
、
以
て
人
の
徳

を
乱
す
に
足
る
。
小
、
忍
び
ざ
る
者
は
謀
無
く
し
て
、
以
て
人
の
大
謀
を
乱
す
に
足
る
。
忍
び
ず
と
は
、
人
に
忍
び
ざ
る

の
心
な
り
。
集
註
の
匹
夫
の
勇
を
以
て
之
を
言
ふ
は
、
義
に
於
て
協
は
ず
。

か
な

［
語
釈
］

○
不
忍
人
之
心

『
孟
子
』
公
孫
丑
上
・

章
。

6

○
集
註
以
匹
夫
之
勇
言
之

『
論
語
集
注
』
衛
霊
公
・

章
に
「
小
、
忍
び
ず
と
は
、
婦
人
の
仁
、
匹
夫
の
勇
の
ご

26

と
き
、
是
れ
な
り
」
と
あ
る
。

［
校
異]○

於
義
不
協

底
本
は
「
協
」
を
「
恊
」
に
作
る
。
『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
に
拠
っ
て

改
め
た
。

【
二
十
七
】

○
子
曰
、
衆
惡
之
必
察
焉
、
衆
好
之
必
察
焉
。

雙
峰
饒
氏
曰
、
齊
人
皆
以
仲
子
爲
廉
、
孟
子
獨
能
辯
其
不
廉
。
此
其
衆
好
必
察
處
。
匡
章
通
國
皆
稱
不
孝
、
孟
子
獨
不
以

不
孝
目
之
。
此
是
衆
惡
必
察
處
。
又
曰
、
衆
好
惡
固
當
察
。
然
我
心
無
私
意
、
方
能
察
之
。
若
有
私
意
、
則
衆
好
惡
之
得

其
當
者
、
我
反
以
爲
非
矣
。
所
以
惟
仁
者
能
好
惡
人
也
。
此
説
明
盡
。
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［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
衆
、
之
を
悪
む
も
必
ず
察
し
、
衆
、
之
を
好
む
も
必
ず
察
す
。

双
峰
饒
氏
曰
く
、
斉
人
皆
仲
子
を
以
て
廉
と
為
す
も
、
孟
子
独
り
能
く
其
の
廉
な
ら
ざ
る
を
弁
ず
。
此
れ
其
の
衆
好
む

も
必
ず
察
す
る
処
な
り
。
匡
章
は
通
国
皆
不
孝
と
称
す
る
も
、
孟
子
独
り
不
孝
を
以
て
之
を
目
せ
ず
。
此
れ
は
是
れ
衆
悪

む
も
必
ず
察
す
る
処
な
り
、
と
。
又
た
曰
く
、
衆
の
好
悪
は
固
よ
り
当
に
察
す
べ
し
。
然
れ
ど
も
我
が
心
に
私
意
無
く
し

て
、
方
め
て
能
く
之
を
察
す
。
若
し
私
意
有
れ
ば
、
則
ち
衆
の
好
悪
の
其
の
当
を
得
る
者
、
我
反
つ
て
以
て
非
と
為
さ
ん
。

は
じ

惟
だ
仁
者
の
み
能
く
人
を
好
悪
す
る
所
以
な
り
、
と
。
此
の
説
、
明
ら
か
に
し
尽
く
せ
り
。

［
語
釈
］

○
雙
峰
饒
氏
曰
～
所
以
惟
仁
者
能
好
惡
人
也

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

25

○
齊
人
皆
～
孟
子
獨
能
辯
其
不
廉

『
孟
子
』
滕
文
公
下
・

章
。

10

○
匡
章
通
國
皆
～
孟
子
獨
不
以
不
孝
目
之

『
孟
子
』
離
婁
下
・

章
。

30

○
惟
仁
者
能
好
惡
人
也

『
論
語
』
里
仁
・

章
に
「
唯
だ
仁
者
の
み
、
能
く
人
を
好
み
、
能
く
人
を
悪
む
」
と
あ

3

る
。

【
二
十
八
】

○
子
曰
、
人
能
弘
道
。
非
道
弘
人
。
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道
者
、
人
之
所
以
爲
人
也
。
道
大
則
人
亦
大
。
道
豈
不
能
弘
人
哉
。
但
於
事
上
求
道
、
則
爲
義
襲
、
故
不
能
弘
耳
。
○
張

子
謂
、
心
能
盡
性
、
人
能
弘
道
也
。
性
不
知
檢
其
身
、
非
道
弘
人
也
。
此
言
未
是
。
蓋
自
心
而
言
、
則
其
知
覺
之
靈
即
性

也
。
故
謂
之
人
心
有
覺
、
道
體
無
爲
、
則
可
。
謂
心
能
盡
性
、
性
不
知
檢
其
身
、
則
不
可
。
人
心
所
覺
、
非
性
而
何
。
性

而
不
知
、
孰
能
知
之
。
但
流
行
而
爲
道
、
則
發
動
之
機
、
勢
不
可
遏
、
乃
入
於
無
爲
耳
。
若
合
性
而
言
、
則
有
爲
之
覺
、

乃
在
無
爲
之
中
。
而
可
謂
道
別
有
一
氣
象
耶
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
人
能
く
道
を
弘
む
。
道
の
人
を
弘
む
る
に
非
ず
。

道
は
、
人
の
人
た
る
所
以
な
り
。
道
大
な
れ
ば
則
ち
人
も
亦
た
大
な
り
。
道
豈
に
人
を
弘
む
る
こ
と
能
は
ざ
ら
ん
や
。

但
だ
事
上
に
於
て
道
を
求
む
れ
ば
、
則
ち
義
の
襲
ふ
と
為
す
、
故
に
弘
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
の
み
。
○
張
子
謂
へ
ら
く
、

心
、
能
く
性
を
尽
く
せ
ば
、
人
能
く
道
を
弘
む
。
性
、
其
の
身
を
検
す
る
こ
と
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
道
の
人
を
弘
む
る
に
非

ざ
る
な
り
、
と
。
此
の
言
未
だ
是
な
ら
ず
。
蓋
し
心
よ
り
し
て
言
へ
ば
、
則
ち
其
の
知
覚
の
霊
な
る
は
即
ち
性
な
り
。
故

に
之
を
人
心
に
覚
る
有
り
て
、
道
体
に
為
す
こ
と
無
し
と
謂
へ
ば
、
則
ち
可
な
り
。
心
は
能
く
性
を
尽
く
し
、
性
は
其
の

身
を
検
す
る
を
知
ら
ず
と
謂
へ
ば
、
則
ち
不
可
な
り
。
人
心
の
覚
る
所
、
性
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
。
性
に
し
て
知
ら
ざ
れ

ば
、
孰
か
能
く
之
を
知
ら
ん
。
但
だ
流
行
し
て
道
と
為
れ
ば
、
則
ち
発
動
の
機
、
勢
と
し
て
遏
む
べ
か
ら
ず
、
乃
ち
為
す

こ
と
無
き
に
入
る
の
み
。
若
し
性
を
合
し
て
言
へ
ば
、
則
ち
為
す
こ
と
有
る
の
覚
は
、
乃
ち
為
す
こ
と
無
き
の
中
に
在
り
。

而
し
て
道
に
別
に
一
気
象
有
り
と
謂
ふ
べ
き
か
。
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［
語
釈
］

○
張
子
謂
～
非
道
弘
人
也

『
論
語
集
注
』
衛
霊
公
・

章
。

28

［
校
異]○

可
謂
道
別
有
一
氣
象
邪

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
は
「
邪
」
を
「
耶
」
に
作
る
。

【
二
十
九
】

○
子
曰
、
過
而
不
改
是
謂
過
矣
。

聖
人
汲
汲
欲
人
改
過
、
正
恐
其
不
及
改
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
過
ち
て
改
め
ざ
る
を
是
れ
過
ち
と
謂
ふ
。

聖
人
、
人
の
過
ち
を
改
め
ん
こ
と
を
欲
す
る
に
汲
汲
た
る
は
、
正
に
其
の
改
む
る
に
及
ば
ざ
る
を
恐
る
れ
ば
な
り
。

【
三
十
】

○
子
曰
、
吾
嘗
終
日
不
食
、
終
夜
不
寢
以
思
。
無
益
、
不
如
學
也
。

李
氏
謂
孔
子
非
思
而
不
學
者
也
。
惟
張
横
渠
以
爲
煞
喫
辛
苦
來
。
蓋
聖
人
當
其
始
學
亦
嘗
苦
思
。
故
其
言
如
此
。
思
是
懸

想
、
學
是
實
踐
、
説
見
爲
政
篇
。
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［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
吾
嘗
て
終
日
食
ら
は
ず
、
終
夜
寝
ね
ず
し
て
以
て
思
ふ
。
益
無
し
、
学
ぶ
に
如
か
ざ
る
な
り
。

李
氏
、
孔
子
を
思
ひ
て
学
ば
ざ
る
者
に
非
ず
と
謂
ふ
。
惟
だ
張
横
渠
の
み
以
為
へ
ら
く
煞
に
辛
苦
を
喫
し
来
た
る
、
と
。

ま
こ
と

蓋
し
聖
人
其
の
学
を
始
む
る
に
当
た
り
て
亦
た
嘗
に
苦
思
せ
り
。
故
に
其
の
言
此
く
の
ご
と
し
。
思
は
是
れ
懸
想
、
学
は

つ
ね

是
れ
実
践
、
説
は
為
政
篇
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
李
氏
謂
孔
子
非
思
而
不
學
者
也

『
論
語
集
注
』
衛
霊
公
・

章
に
「
李
氏
曰
く
、
夫
子
は
思
ひ
て
学
ば
ざ
る
者

30

に
非
ず
。
特
だ
語
を
垂
れ
て
以
て
人
を
教
ふ
る
の
み
」
と
あ
る
。
『
論
語
』
為
政
・

章
「
思
ひ
て
学
ば
ざ
れ
ば

15

則
ち
殆
ふ
し
」
を
踏
ま
え
た
語
。

○
惟
張
横
渠
以
爲
煞
喫
辛
苦
來

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
に
「
惟
だ
張
横
渠
の
み
此
の
意
を
知
り
得
て
、

30

嘗
に
孔
子
煞
に
辛
苦
を
喫
し
来
た
る
と
言
ふ
」
。

○
説
見
爲
政
篇

『
論
語
私
存
』
為
政
・

章
（
「
『
論
語
私
存
』
訳
注
（
二
）
」
）
参
照
。

15

【
三
十
一
】

○
子
曰
、
君
子
謀
道
不
謀
食
。
耕
也
、
餒
在
其
中
矣
。
學
也
、
祿
在
其
中
矣
。
君
子
憂
道
不
憂
貧
。

此
章
言
君
子
專
於
求
道
、
自
有
得
祿
之
理
。
却
推
君
子
之
心
不
爲
憂
貧
而
學
、
以
見
其
專
於
爲
道
也
。
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［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
は
道
を
謀
り
て
食
を
謀
ら
ず
。
耕
す
や
、
餒
其
の
中
に
在
り
。
学
ぶ
や
、
禄
其
の
中
に
在
り
。
君
子
は
道

を
憂
へ
て
貧
し
き
を
憂
へ
ず
。

此
の
章
、
君
子
の
道
を
求
む
る
に
専
ら
に
し
て
、
自
づ
か
ら
禄
を
得
る
の
理
有
る
を
言
ふ
。
却
つ
て
君
子
の
心
を
推
し

て
貧
し
き
を
憂
へ
て
学
ぶ
と
為
さ
ず
し
て
、
以
て
其
の
道
を
為
す
に
専
ら
な
る
を
見
す
な
り
。

【
三
十
二
】

○
子
曰
、
知
及
之
、
仁
不
能
守
之
、
雖
得
之
、
必
失
之
。
知
及
之
、
仁
能
守
之
、
不
莊
以
涖
之
、
則
民
不
敬
。
知
及
之
、
仁

能
守
之
、
莊
以
涖
之
、
動
之
不
以
禮
、
未
善
也
。

此
章
以
君
德
言
、
而
推
之
以
致
其
極
也
。
知
及
而
仁
又
能
守
、
則
德
成
矣
。
然
未
至
於
奏
假
無
言
之
地
、
則
莊
不
足
以
化

民
。
莊
以
蒞
之
、
而
動
民
不
以
禮
、
則
處
之
不
能
曲
盡
、
豈
可
以
言
篤
恭
哉
。
其
次
第
如
此
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
知
、
之
に
及
ぶ
も
、
仁
、
之
を
守
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
之
を
得
と
雖
も
、
必
ず
之
を
失
ふ
。
知
、
之
に
及
び
、

仁
能
く
之
を
守
れ
ど
も
、
荘
以
て
之
に
涖
ま
ざ
れ
ば
、
則
ち
民
敬
せ
ず
。
知
、
之
に
及
び
、
仁
能
く
之
を
守
り
、
荘
以
て
之

の
ぞ

に
涖
め
ど
も
、
之
を
動
か
す
に
礼
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
未
だ
善
な
ら
ざ
る
な
り
。

此
の
章
、
君
の
徳
を
以
て
言
ひ
て
、
之
を
推
し
て
以
て
其
の
極
を
致
す
な
り
。
知
及
び
て
仁
又
た
能
く
守
ら
ば
、
則
ち



- 190 -

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
30

徳
成
ら
ん
。
然
れ
ど
も
未
だ
奏
仮
無
言
の
地
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
荘
、
以
て
民
を
化
す
る
に
足
ら
ず
。
荘
以
て
之
に
蒞

め
ど
も
、
民
を
動
か
す
に
礼
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
之
に
処
す
る
に
曲
さ
に
尽
く
す
こ
と
能
は
ず
、
豈
に
以
て
篤
恭
を

言
ふ
べ
け
ん
や
。
其
の
次
第
此
く
の
ご
と
し
。

［
語
釈
］

○
奏
假
無
言

『
中
庸
』
に
「
詩
に
曰
く
、
奏
み
仮
り
て
言
無
く
、
時
に
争
ひ
有
る
こ
と
靡
し
、
と
。
是
の
故
に
君

す
す

い
た

子
は
賞
せ
ず
し
て
民
勧
み
、
怒
ら
ず
し
て
民
、
鈇
鉞
よ
り
も
威
る
」
と
あ
る
。

お
そ

○
豈
可
以
言
篤
恭
哉

『
中
庸
』
の
「
君
子
篤
恭
に
し
て
天
下
平
ら
か
な
り
」
を
踏
ま
え
る
。

【
三
十
三
】

○
子
曰
、
君
子
不
可
小
知
、
而
可
大
受
也
。
小
人
不
可
大
受
、
而
可
小
知
也
。

君
子
以
德
成
者
、
用
心
於
立
大
本
、
則
不
爲
私
欲
所
蔽
、
而
虚
能
受
人
、
知
不
必
皆
己
出
也
。
故
曰
、
可
大
受
也
。
小
人

以
藝
成
者
、
用
其
私
智
。
但
於
事
物
上
有
所
知
識
、
而
非
用
中
之
大
智
。
故
曰
、
可
小
知
也
。
君
子
不
器
、
而
籩
豆
之
事

則
有
司
存
。
蓋
謂
此
耳
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
は
小
知
す
べ
か
ら
ず
し
て
、
大
受
す
べ
し
。
小
人
は
大
受
す
べ
か
ら
ず
し
て
、
小
知
す
べ
し
。

君
子
、
徳
を
以
て
成
る
者
は
、
心
を
大
本
を
立
つ
る
に
用
ふ
れ
ば
、
則
ち
私
欲
の
蔽
ふ
所
と
為
ら
ず
し
て
、
虚
に
能
く
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人
を
受
け
、
知
は
必
ず
し
も
皆
己
よ
り
出
で
ざ
る
な
り
。
故
に
曰
く
、
大
受
す
べ
し
、
と
。
小
人
、
藝
を
以
て
成
る
者
は
、

其
の
私
智
を
用
ふ
。
但
だ
事
物
上
に
於
て
知
り
識
る
所
有
る
の
み
に
し
て
、
中
の
大
智
を
用
ふ
る
に
非
ず
。
故
に
曰
く
、

小
知
す
べ
し
、
と
。
君
子
は
器
な
ら
ず
し
て
、
籩
豆
の
事
は
則
ち
有
司
存
す
。
蓋
し
此
を
謂
ふ
の
み
。

［
語
釈
］

○
君
子
不
器

『
論
語
』
為
政
・

章
。

12

○
籩
豆
之
事
則
有
司
存

『
論
語
』
泰
伯
・

章
。

4

【
三
十
四
】

○
子
曰
、
民
之
於
仁
也
、
甚
於
水
火
。
水
火
、
吾
見
蹈
而
死
者
、
未
見
蹈
仁
而
死
者
也
。

潛
室
陳
氏
曰
、
蹈
仁
有
益
無
害
。
人
何
憚
而
不
爲
。
此
勉
人
爲
善
之
語
。
若
到
殺
身
成
仁
處
、
是
時
不
管
利
害
、
但
求
一

箇
是
而
已
。
學
者
患
不
蹈
仁
爾
。
蹈
仁
則
心
無
計
較
之
私
。
若
義
所
當
死
而
死
、
雖
比
干
不
害
爲
正
命
。
此
説
足
以
發
未

盡
之
意
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
民
の
仁
に
於
け
る
や
、
水
火
よ
り
も
甚
だ
し
。
水
火
は
、
吾
蹈
み
て
死
す
る
者
を
見
る
も
、
未
だ
仁
を
蹈
み
て

死
す
る
者
を
見
ざ
る
な
り
。

潜
室
陳
氏
曰
く
、
仁
を
蹈
む
は
益
有
り
て
害
無
し
。
人
何
ぞ
憚
り
て
為
さ
ざ
ら
ん
。
此
れ
人
を
勉
ま
し
て
善
を
為
さ
し

は
げ
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む
る
の
語
な
り
。
若
し
身
を
殺
し
て
仁
を
成
す
の
処
に
到
れ
ば
、
是
の
時
利
害
に
管
せ
ず
、
但
だ
一
箇
の
是
を
求
む
る
の

み
。
学
者
は
仁
を
蹈
ま
ざ
る
を
患
ふ
る
の
み
。
仁
を
蹈
め
ば
則
ち
心
に
計
較
の
私
無
し
。
若
し
義
の
当
に
死
す
べ
き
所
に

し
て
死
す
れ
ば
、
比
干
と
雖
も
正
命
と
為
す
を
害
は
ず
、
と
。
此
の
説
以
て
未
だ
尽
く
さ
ざ
る
の
意
を
発
す
る
に
足
る
。

［
語
釈
］

○
潛
室
陳
氏
曰
～
雖
比
干
不
害
爲
正
命

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

34

○
殺
身
成
仁

『
論
語
』
衛
霊
公
・

章
。

8

○
正
命

『
孟
子
』
尽
心
上
・

章
に
「
其
の
道
を
尽
く
し
て
死
す
る
者
は
正
命
な
り
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

2

［
校
異]○

吾
見
蹈
而
死
者

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
は
「
吾
見
蹈
而
死
者
矣
」
に
作
る
。

【
三
十
五
】

○
子
曰
、
當
仁
不
讓
於
師
。

朱
子
曰
、
此
與
上
章
皆
勉
人
爲
仁
之
辭
。
上
章
爲
凡
民
都
不
知
仁
、
而
憚
於
爲
之
者
發
。
此
章
爲
學
者
粗
知
仁
之
爲
美
、

而
不
知
勇
於
有
爲
者
發
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
仁
に
当
た
り
て
は
、
師
に
も
譲
ら
ず
。
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朱
子
曰
く
、
此
れ
と
上
章
と
皆
人
を
勉
ま
し
て
仁
を
為
さ
し
む
る
の
辞
な
り
。
上
章
は
凡
そ
民
都
仁
を
知
ら
ず
し
て
、

は
げ

み
な

之
を
為
す
を
憚
る
者
の
為
に
発
す
。
此
の
章
は
学
者
の
粗
仁
の
美
た
る
を
知
る
も
、
為
す
こ
と
有
る
に
勇
な
る
を
知
ら
ざ

ほ
ぼ

る
者
の
為
に
発
す
、
と
。

［
語
釈
］

○
朱
子
曰
～
不
知
勇
於
有
爲
者
發

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

35

［
校
異]○

○
子
曰

底
本
は
本
章
冒
頭
の
圏
を
欠
く
。
前
章
と
接
続
す
る
意
図
は
見
え
ず
、
前
後
の
体
裁
に
倣
っ
て
補
っ
た
。

【
三
十
六
】

○
子
曰
、
君
子
貞
而
不
諒
。

諒
、
小
信
也
。
此
孟
子
離
婁
下
篇
所
謂
言
不
必
信
、
惟
義
所
在
之
意
。
有
貞
字
爲
主
、
方
可
言
不
諒
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
は
貞
に
し
て
諒
な
ら
ず
。

諒
は
、
小
信
な
り
。
此
れ
孟
子
離
婁
下
篇
に
所
謂
言
必
ず
し
も
信
な
ら
ず
、
惟
だ
義
の
在
る
所
の
ま
ま
な
り
、
の
意
な

り
。
貞
字
有
る
を
主
と
為
し
て
、
方
め
て
諒
な
ら
ず
と
言
ふ
べ
し
。

は
じ

［
語
釈
］
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○
孟
子
離
婁
下
篇
所
謂

『
孟
子
』
離
婁
下
・

章
に
「
大
人
は
、
言
必
ず
し
も
信
な
ら
ず
、
行
必
ず
し
も
果
な
ら

11

ず
、
惟
だ
義
の
在
る
所
の
み
」
と
あ
る
。

［
校
異]○

言
不
必
主

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
は
「
言
」
を
欠
く
。

【
三
十
七
】

○
子
曰
、
事
君
敬
其
事
、
而
後
其
食
。

南
軒
張
氏
曰
、
事
君
者
、
主
於
敬
其
事
而
已
。
官
有
尊
卑
、
位
有
輕
重
、
而
敬
其
事
之
心
則
一
也
。
後
其
食
、
猶
後
獲
之

意
。
然
則
爲
貧
而
仕
、
則
奈
何
。
孔
子
嘗
爲
委
吏
矣
、
亦
曰
、
會
計
當
而
已
矣
。
嘗
爲
乘
田
矣
、
亦
曰
、
牛
羊
茁
壯
長
而

已
矣
。
蓋
亦
以
敬
其
事
爲
主
也
。
若
曰
爲
貧
而
仕
、
食
焉
而
已
、
遑
恤
其
事
、
則
失
其
義
矣
。
此
説
能
發
言
外
之
意
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
に
事
ふ
る
に
は
其
の
事
を
敬
し
て
、
其
の
食
を
後
に
す
。

南
軒
張
氏
曰
く
、
君
に
事
ふ
る
者
は
、
其
の
事
を
敬
す
る
を
主
と
す
る
の
み
。
官
に
尊
卑
有
り
、
位
に
軽
重
有
る
も
、

其
の
事
を
敬
す
る
の
心
は
則
ち
一
な
り
。
其
の
食
を
後
に
す
る
は
、
猶
ほ
獲
る
を
後
に
す
る
の
意
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
貧

の
為
に
し
て
仕
ふ
れ
ば
、
則
ち
奈
何
。
孔
子
嘗
て
委
吏
と
為
れ
る
も
、
亦
た
曰
く
、
会
計
当
た
る
の
み
、
と
。
嘗
て
乗
田

と
為
れ
る
も
、
亦
た
曰
く
、
牛
羊
茁
壮
長
の
み
、
と
。
蓋
し
亦
た
其
の
事
を
敬
す
る
を
以
て
主
と
為
す
な
り
。
若
し
貧
の
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為
に
し
て
仕
へ
、
焉
を
食
ふ
の
み
、
其
の
事
を

恤

む
に
遑
あ
ら
ん
や
と
曰
へ
ば
、
則
ち
其
の
義
を
失
へ
り
、
と
。
此
の

つ
つ
し

説
能
く
言
外
の
意
を
発
せ
り
。

［
語
釈
］

○
南
軒
張
氏
曰
～
則
失
其
義
矣

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

37

○
後
獲

『
論
語
』
雍
也
・

章
「
難
き
を
先
に
し
て
獲
る
を
後
に
す
、
仁
と
謂
ふ
べ
し
」
。

20

【
三
十
八
】

○
子
曰
、
有
敎
無
類
。

南
軒
張
氏
曰
、
人
所
稟
之
資
雖
有
不
同
、
然
無
有
善
惡
之
類
一
定
而
不
可
變
者
。
蓋
均
是
人
也
、
原
其
降
衷
、
何
嘗
不
善
。

故
聖
人
有
敎
焉
、
所
以
反
之
於
善
也
。
敎
之
則
愚
者
可
使
之
明
、
柔
者
可
使
之
強
。
豈
有
氣
質
之
不
可
變
者
乎
。
然
堯
舜

之
子
不
肖
、
則
氣
類
又
若
有
異
、
何
也
。
蓋
氣
有
可
反
之
理
、
人
有
能
反
之
道
、
而
敎
有
善
反
之
功
、
其
卒
莫
之
能
反
者
、

則
以
自
暴
自
棄
而
已
。
此
説
得
之
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
教
へ
有
り
て
類
無
し
。

南
軒
張
氏
曰
く
、
人
の
稟
く
る
所
の
資
は
同
じ
か
ら
ざ
る
有
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
善
悪
の
類
の
一
定
し
て
変
ず
べ
か

ら
ざ
る
者
有
る
こ
と
無
し
。
蓋
し
均
し
く
是
れ
人
な
れ
ば
、
其
の
降
衷
を
原
ぬ
れ
ば
、
何
ぞ
嘗
て
善
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
故

た
づ
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に
聖
人
焉
に
教
ふ
る
こ
と
有
る
は
、
之
を
善
に
反
す
所
以
な
り
。
之
に
教
ふ
れ
ば
則
ち
愚
者
は
之
を
し
て
明
ら
か
な
ら
し

か
へ

む
べ
く
、
柔
者
は
之
を
し
て
強
か
ら
し
む
べ
し
。
豈
に
気
質
の
変
ず
べ
か
ら
ざ
る
者
有
ら
ん
や
。
然
れ
ど
も
堯
舜
の
子
は

不
肖
な
れ
ば
、
則
ち
気
類
に
又
た
異
な
る
こ
と
有
る
が
ご
と
し
、
何
ぞ
や
。
蓋
し
気
に
反
す
べ
き
の
理
有
り
、
人
に
能
く

反
す
の
道
有
り
て
、
教
に
善
く
反
す
の
功
有
る
も
、
其
れ
卒
に
之
を
能
く
反
す
者
莫
き
は
、
則
ち
自
暴
自
棄
な
る
を
以
て

の
み
、
と
。
此
の
説
、
之
を
得
た
り
。

［
語
釈
］

○
南
軒
張
氏
曰
～
則
以
自
暴
自
棄
而
已

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

38

【
三
十
九
】

○
子
曰
、
道
不
同
、
不
相
為
謀
。

志
同
則
道
合
。
不
合
則
言
不
相
入
、
徒
費
辭
説
耳
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
道
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
相
為
に
謀
ら
ず
。

志
同
じ
け
れ
ば
則
ち
道
合
す
。
合
せ
ざ
れ
ば
則
ち
言
相
入
ら
ず
、
徒
ら
に
辞
説
を
費
す
の
み
。

【
四
十
】
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○
子
曰
、
辭
達
而
已
矣
。

勉
齋
黄
氏
曰
、
此
爲
學
者
喜
於
工
言
辭
者
設
。
然
其
曰
達
而
已
矣
、
則
非
通
於
理
者
、
亦
不
能
達
也
。
聖
人
之
言
未
嘗
有

所
偏
也
。
此
説
得
之
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
辞
は
達
せ
ん
の
み
。

勉
斎
黄
氏
曰
く
、
此
れ
学
者
の
言
辞
を
工
み
に
す
る
を
喜
ぶ
者
の
為
に
設
く
。
然
れ
ど
も
其
の
達
せ
ん
の
み
と
曰
ふ
は
、

則
ち
理
に
通
ず
る
者
に
非
ざ
れ
ば
、
亦
た
達
す
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
な
り
。
聖
人
の
言
、
未
だ
嘗
て
偏
る
所
有
ら
ざ
る
な

り
、
と
。
此
の
説
、
之
を
得
た
り
。

［
語
釈
］

○
勉
齋
黄
氏
曰
～
聖
人
之
言
未
嘗
有
所
偏
也

『
論
語
集
註
大
全
』
衛
霊
公
・

章
。

40

【
四
十
一
】

○
師
冕
見
。
及
階
。
子
曰
、
階
也
。
及
席
。
子
曰
、
席
也
。
皆
坐
。
子
告
之
曰
、
某
在
斯
、
某
在
斯
。
師
冕
出
。
子
張
問
曰
、

與
師
言
之
道
與
。
子
曰
、
然
。
固
相
師
之
道
也
。

然
者
、
謂
與
師
言
之
道
如
此
也
。
下
文
又
曰
固
相
師
之
道
、
則
指
出
相
字
而
特
言
之
、
以
見
瞽
必
有
相
之
意
。

［
訓
読
］
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○
師
冕
見
ゆ
。
階
に
及
ぶ
。
子
曰
く
、
階
な
り
、
と
。
席
に
及
ぶ
。
子
曰
く
、
席
な
り
、
と
。
皆
坐
す
。
子
、
之
に
告
げ
て

曰
く
、
某
斯
に
在
り
、
某
斯
に
在
り
、
と
。
師
冕
出
づ
。
子
張
問
ひ
て
曰
く
、
師
と
言
ふ
の
道
か
。
子
曰
く
、
然
り
。
固
よ

り
師
を
相
く
る
の
道
な
り
。

た
す

然
り
と
は
、
師
と
言
ふ
の
道
の
此
く
の
ご
と
く
な
る
を
謂
ふ
。
下
文
に
又
た
固
よ
り
師
を
相
く
る
の
道
と
曰
ふ
は
、
則

ち
相
字
を
指
し
出
だ
し
て
特
に
之
を
言
ひ
て
、
以
て
瞽
を
見
て
は
必
ず
之
を
相
く
る
有
れ
、
と
の
意
な
り
。

［
語
釈
］

○
見
瞽
必
有
相

『
論
語
』
郷
党
・

章
に
「
冕
者
と
瞽
者
と
を
見
て
は
、
褻
と
雖
も
必
ず
貌
を
以
て
す
」
と
あ
る
。

17

論
語
私
存
卷
十
五
終
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論
語
私
存
卷
十
六

會
稽
季
本
箋
釋

季
氏
第
十
六

【
一
】

季
氏
將
伐
顓
臾
。
冉
有
、
季
路
見
於
孔
子
曰
、
季
氏
將
有
事
於
顓
臾
。
孔
子
曰
、
求
無
乃
爾
是
過
與
。
夫
顓
臾
、
昔
者
先
王

以
爲
東
蒙
主
。
且
在
邦
域
之
中
矣
。
是
社
稷
之
臣
也
。
何
以
伐
爲
。

孔
子
以
顓
臾
不
可
伐
、
不
必
伐
、
不
當
伐
、
故
曰
何
以
伐
爲
。
言
伐
顓
臾
之
非
義
也
。

［
訓
読
］

季
氏
、
将
に
顓
臾
を
伐
た
ん
と
す
。
冉
有
、
季
路
、
孔
子
に
見
え
て
曰
く
、
季
氏
将
に
顓
臾
に
事
有
ら
ん
と
す
、
と
。
孔
子

曰
く
、
求
、
乃
ち
爾
是
れ
過
て
る
こ
と
無
か
ら
ん
か
。
夫
れ
顓
臾
は
、
昔
者
先
王
以
て
東
蒙
の
主
と
為
す
。
且
つ
邦
域
の
中

む
か
し

に
在
り
。
是
れ
社
稷
の
臣
な
り
。
何
を
以
て
伐
つ
こ
と
を
為
さ
ん
、
と
。

孔
子
、
顓
臾
の
伐
つ
べ
か
ら
ず
、
必
ず
し
も
伐
た
ず
、
当
に
伐
つ
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
の
故
に
曰
く
、
何
を
以
て
伐
つ

こ
と
を
為
さ
ん
、
と
。
顓
臾
を
伐
つ
の
非
義
を
言
ふ
な
り
。

冉
有
曰
、
夫
子
欲
之
。
吾
二
臣
者
皆
不
欲
也
。
孔
子
曰
、
求
周
任
有
言
曰
、
陳
力
就
列
、
不
能
者
止
。
危
而
不
持
、
顛
而
不
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扶
、
則
將
焉
用
彼
相
矣
。
且
爾
言
過
矣
。
虎
兕
出
於
柙
、
龜
玉
毀
於
櫝
中
、
是
誰
之
過
與
。

虎
、
兕
、
二
獸
名
。
龜
、
玉
、
二
寶
名
。
此
責
冉
有
之
不
能
救
正
季
氏
也
。
出
柙
、
以
喩
恣
惡
。
毀
櫝
、
以
喩
敗
德
。

［
訓
読
］

冉
有
曰
く
、
夫
子
之
を
欲
す
。
吾
れ
二
臣
の
者
は
、
皆
欲
せ
ざ
る
な
り
、
と
。
孔
子
曰
く
、
求
、
周
任
言
へ
る
こ
と
有
り
、

曰
く
、
力
を
陳
き
て
列
に
就
き
、
能
は
ざ
れ
ば
止
む
、
と
。
危
ふ
く
し
て
持
せ
ず
、

顛

り
て
扶
け
ざ
れ
ば
、
則
ち
将
た

し

く
つ
が
へ

は

焉

ん
ぞ
彼
の
相
を
用
ひ
ん
。
且
つ
爾
の
言
過
て
り
。
虎
兕
、
柙
よ
り
出
で
、
亀
玉
、
櫝
中
に
毀
た
る
る
は
、
是
れ
誰
の
過

い
づ
く

ち
ぞ
や
、
と
。

虎
、
兕
は
二
獣
の
名
な
り
。
亀
、
玉
は
二
宝
の
名
な
り
。
此
れ
冉
有
の
季
氏
を
救
正
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
責
む
る
な

り
。
柙
よ
り
出
づ
と
は
、
以
て
悪
を
恣
に
す
る
を
喩
ふ
。
櫝
に
毀
た
る
る
は
、
以
て
徳
を
敗
る
を
喩
ふ
。

冉
有
曰
、
今
夫
顓
臾
、
固
而
近
於
費
。
今
不
取
、
後
世
必
爲
子
孫
憂
。
孔
子
曰
、
求
君
子
疾
夫
舍
曰
欲
之
、
而
必
爲
之
辭
。

丘
也
聞
、
有
國
有
家
者
、
不
患
寡
而
患
不
均
。
不
患
貧
而
患
不
安
。
蓋
均
無
貧
。
和
無
寡
。
安
無
傾
。
夫
如
是
。
故
遠
人
不

服
、
則
脩
文
德
以
來
之
。
既
來
之
、
則
安
之
。
今
由
與
求
也
、
相
夫
子
、
遠
人
不
服
而
不
能
來
也
。
邦
分
崩
離
析
而
不
能
守

也
。
而
謀
動
干
戈
於
邦
内
。
吾
恐
季
孫
之
憂
、
不
在
顓
臾
、
而
在
蕭
墻
之
内
也
。

冉
有
憂
在
子
孫
、
功
利
之
見
也
。
孔
子
憂
在
百
姓
、
仁
義
之
心
也
。
寡
者
、
謂
民
離
畔
而
加
少
也
。
此
由
不
均
所
致
。
不

均
者
、
民
之
賦
役
。
富
者
得
以
幸
免
、
而
貧
者
至
於
重
煩
。
及
貧
者
不
勝
而
併
歸
富
者
、
則
富
者
亦
貧
矣
。
此
均
之
所
以
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無
貧
也
。
如
此
而
後
民
和
。
是
和
生
於
均
矣
。
和
則
民
皆
來
歸
。
即
下
文
修
文
德
以
來
之
之
意
也
。
民
貧
而
後
寡
。
亦
何

患
於
民
之
貧
。
但
使
之
常
和
、
以
安
於
久
治
、
則
邦
不
至
於
分
崩
離
析
。
何
有
於
傾
。
即
下
文
既
來
之
則
安
之
之
意
也
。

文
德
者
、
使
民
均
和
而
不
貧
也
。
久
於
其
道
以
安
之
而
已
。
治
遠
人
與
治
國
内
之
民
、
一
道
也
。
若
因
其
不
服
而
輒
伐
之
、

則
尚
武
功
而
非
文
德
矣
。

［
訓
読
］

冉
有
曰
く
、
今
夫
れ
顓
臾
は
固
く
し
て
費
に
近
し
。
今
取
ら
ざ
れ
ば
、
後
世
必
ず
子
孫
の
憂
を
為
さ
ん
、
と
。
孔
子
曰
く
、

求
、
君
子
は
夫
の
之
を
欲
す
と
曰
ふ
こ
と
を
舎
き
て
、
必
ず
之
が
辞
を
為
す
こ
と
を
疾
む
。
丘
や
聞
く
、
国
を
有
ち
家
を
有

つ
者
は
、
寡
き
こ
と
を
患
へ
ず
し
て
、
均
し
か
ら
ざ
る
を
患
ふ
。
貧
し
き
こ
と
を
患
へ
ず
し
て
、
安
か
ら
ざ
る
こ
と
を
患
ふ
、

と
。
蓋
し
均
し
け
れ
ば
貧
し
き
こ
と
無
し
。
和
ら
げ
ば
寡
き
こ
と
無
し
。
安
け
れ
ば
傾
く
こ
と
無
し
。
夫
れ
是
く
の
ご
と
し
。

故
に
遠
人
服
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
文
徳
を
脩
め
て
以
て
之
を
来
す
。
既
に
之
を
来
せ
ば
、
則
ち
之
を
安
ん
ず
。
今
由
と
求
と
や
、

夫
子
を
相
け
、
遠
人
服
さ
ず
し
て
、
来
す
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
邦
、
分
崩
離
析
し
て
、
守
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
而
し

た
す

て
干
戈
を
邦
内
に
動
か
さ
ん
こ
と
を
謀
る
。
吾
、
季
孫
の
憂
は
顓
臾
に
在
ら
ず
し
て
、
蕭
牆
の
内
に
在
ら
ん
こ
と
を
恐
る
、

と
。

冉
有
の
憂
、
子
孫
に
在
る
は
、
功
利
の
見
な
り
。
孔
子
の
憂
、
百
姓
に
在
る
は
、
仁
義
の
心
な
り
。
寡
と
は
、
民
離
畔

し
て
加
少
な
る
を
謂
ふ
。
此
れ
均
し
か
ら
ざ
る
に
由
り
て
致
す
所
な
り
。
均
し
か
ら
ず
と
は
、
民
の
賦
役
な
り
。
富
者
は

得
て
以
て
幸
ひ
に
免
れ
て
、
貧
者
は
煩
を
重
ぬ
る
に
至
る
。
貧
者
勝
へ
ざ
る
に
及
び
て
、
併
び
に
富
者
に
帰
す
れ
ば
、
則
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ち
富
者
も
亦
た
貧
し
。
此
れ
均
し
き
の
貧
無
き
所
以
な
り
。
此
く
の
ご
と
く
し
て
而
る
後
民
和
ら
ぐ
。
是
れ
和
は
均
に
生

ず
る
な
り
。
和
ら
げ
ば
則
ち
民
皆
来
り
帰
す
。
即
ち
下
文
の
文
徳
を
修
め
て
以
て
之
を
来
す
の
意
な
り
。
民
貧
し
く
し
て

後
寡
し
。
亦
た
何
ぞ
民
の
貧
し
き
を
患
へ
ん
や
。
但
だ
之
を
し
て
常
に
和
ら
げ
、
以
て
久
治
に
安
ん
ぜ
し
む
れ
ば
、
則
ち

邦
は
分
崩
離
析
に
至
ら
ず
。
何
ぞ
傾
く
こ
と
有
ら
ん
や
。
即
ち
下
文
の
既
に
之
を
来
せ
ば
、
則
ち
之
を
安
ん
ず
、
の
意
な

り
。
文
徳
と
は
民
を
し
て
均
し
く
和
ら
げ
て
貧
し
か
ら
ざ
ら
し
む
。
其
の
道
に
久
し
く
し
て
以
て
之
を
安
ん
ず
る
の
み
。

遠
人
を
治
む
る
と
国
内
の
民
を
治
む
る
と
は
、
一
道
な
り
。
若
し
其
の
服
さ
ざ
る
に
因
り
て
輒
ち
之
を
伐
て
ば
、
則
ち
武

功
を
尚
び
て
文
徳
に
非
ざ
る
な
り
。

【
二
】

○
孔
子
曰
、
天
下
有
道
、
則
禮
樂
征
伐
自
天
子
出
。
天
下
無
道
、
則
禮
樂
征
伐
自
諸
侯
出
。
自
諸
侯
出
、
蓋
十
世
希
不
失
矣
。

自
大
夫
出
、
五
世
希
不
失
矣
。
陪
臣
執
國
命
、
三
世
希
不
失
矣
。
天
下
有
道
、
則
政
不
在
大
夫
。
天
下
有
道
、
則
庶
人
不
議
。

禮
樂
征
伐
自
天
子
出
者
、
諸
侯
不
敢
專
也
。
希
不
失
者
、
諸
侯
至
十
世
爲
大
夫
所
專
、
大
夫
至
五
世
爲
陪
臣
所
專
也
。
此

章
爲
大
夫
專
權
者
發
。
故
總
之
曰
、
政
不
在
大
夫
云
。
大
夫
則
自
諸
侯
而
失
矣
。
政
在
諸
侯
、
庶
人
猶
得
議
之
。
而
況
在

大
夫
乎
。

［
訓
読
］

◯
孔
子
曰
く
、
天
下
に
道
有
れ
ば
、
則
ち
礼
楽
征
伐
は
天
子
よ
り
出
づ
。
天
下
に
道
無
け
れ
ば
、
則
ち
礼
楽
征
伐
は
諸
侯
よ
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り
出
づ
。
諸
侯
よ
り
出
づ
れ
ば
、
蓋
し
十
世
失
は
ざ
る
こ
と
希
な
り
。
大
夫
よ
り
出
づ
れ
ば
、
五
世
失
は
ざ
る
こ
と
希
な
り
。

陪
臣
国
命
を
執
れ
ば
、
三
世
失
は
ざ
る
こ
と
希
な
り
。
天
下
道
有
れ
ば
則
ち
政
、
大
夫
に
在
ら
ず
。
天
下
道
有
れ
ば
、
則
ち

庶
人
議
せ
ず
、
と
。

礼
楽
征
伐
、
天
子
よ
り
出
づ
と
は
、
諸
侯
敢
へ
て
専
ら
に
せ
ざ
る
な
り
。
失
は
ざ
る
こ
と
希
な
り
と
は
、
諸
侯
は
十
世

に
至
り
て
大
夫
の
専
ら
に
す
る
所
と
為
り
、
大
夫
は
五
世
に
至
り
て
陪
臣
の
専
ら
に
す
る
所
と
為
る
な
り
。
此
の
章
、
大

夫
の
権
を
専
ら
に
す
る
者
の
為
に
発
す
。
故
に
之
を
総
べ
て
曰
く
、
政
、
大
夫
に
在
ら
ず
、
と
云
ふ
。
大
夫
は
則
ち
諸
侯

よ
り
し
て
失
ふ
。
政
、
諸
侯
に
在
れ
ば
、
庶
人
す
ら
猶
ほ
之
を
議
す
る
を
得
。
而
る
を
況
ん
や
大
夫
に
在
る
を
や
。

【
三
】

○
孔
子
曰
、
祿
之
去
公
室
五
世
矣
、
政
逮
於
大
夫
四
世
矣
。
故
夫
三
桓
之
子
孫
微
矣
。

此
爲
三
桓
而
發
。
蓋
上
章
五
世
希
不
失
之
意
也
。
○
朱
子
或
問
之
説
、
能
發
餘
意
。

［
訓
読
］

◯
孔
子
曰
く
、
禄
の
公
室
を
去
る
こ
と
五
世
、
政
の
大
夫
に
逮
ぶ
こ
と
四
世
。
故
に
夫
の
三
桓
の
子
孫
は
微
な
り
、
と
。

此
れ
三
桓
の
為
に
し
て
発
す
。
蓋
し
上
章
五
世
失
は
ざ
る
こ
と
希
な
り
の
意
な
り
。
○
朱
子
或
問
の
説
、
能
く
余
意
を

発
す
。

［
語
釈
］
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◯
朱
子
或
問
之
説

朱
熹
『
論
語
或
問
』
巻
十
六
に
、
「
孔
子
の
言
ふ
所
は
常
理
な
り
。
猶
ほ
書
に
恵
迪
は
吉
、

従
逆
は
兇
と
言
ひ
、
易
に
積
善
余
慶
、
不
善
余
殃
と
言
ふ
が
ご
と
き
者
な
り
。
気
数
舛
戻
す
れ
ば
、
則
ち
当
に
然

る
べ
く
し
て
然
ら
ざ
る
者
多
し
。
孰
れ
か
得
て
之
を
斉
へ
ん
。
但
だ
儒
者
の
守
る
所
は
、
則
ち
亦
た
常
理
有
る
を

知
る
の
み
。
其
の
成
敗
得
失
は
、
計
る
所
に
非
ざ
る
者
有
り
。
是
を
以
て
世
故
反
覆
し
、
百
千
万
変
す
と
雖
も
、

而
れ
ど
も
我
に
在
る
者
は
未
だ
嘗
て
其
の
守
を
失
は
ざ
る
な
り
。
（
中
略
）
此
れ
を
以
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち

所
謂
常
理
は
、
又
た
未
だ
嘗
て
験
あ
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
天
定
ま
れ
ば
人
に
勝
つ
は
、
其
れ
此
れ
を
之
れ
謂
ふ

か
」
と
あ
る
。

【
四
】

○
孔
子
曰
、
益
者
三
友
、
損
者
三
友
。
友
直
、
友
諒
、
友
多
聞
、
益
矣
。
友
便
辟
、
友
善
柔
、
友
便
佞
、
損
矣
。

此
爲
初
學
而
發
。
故
分
節
目
言
之
。
若
論
學
有
進
益
者
、
則
曰
以
友
輔
仁
、
曰
友
其
士
之
仁
者
而
已
矣
。
集
註
以
損
者
三

友
分
配
三
益
、
恐
不
免
於
牽
強
耳
。

［
訓
読
］

◯
孔
子
曰
く
、
益
者
三
友
、
損
者
三
友
。
直
を
友
と
し
、
諒
を
友
と
し
、
多
聞
を
友
と
す
る
は
益
な
り
。
便
辟
を
友
と
し
、

善
柔
を
友
と
し
、
便
佞
を
友
と
す
る
は
損
な
り
、
と
。

此
れ
初
学
の
為
に
し
て
発
す
。
故
に
節
目
を
分
け
て
之
を
言
ふ
。
若
し
学
に
進
益
有
る
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
友
を
以
て
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仁
を
輔
く
と
曰
ひ
、
其
の
士
の
仁
な
る
者
を
友
と
す
と
曰
ふ
の
み
。
集
註
、
損
者
三
友
を
以
て
三
益
に
分
配
す
る
は
、
恐

ら
く
は
牽
強
を
免
れ
ざ
る
の
み
。

［
語
釈
］

○
集
註
以
損
者
三
友
分
配
三
益

『
論
語
集
註
』
巻
一
六
・
４
章
に
「
三
者
損
益
は
、
正
に
相
反
す
」
と
あ
る
。

○
以
友
輔
仁

『
論
語
』
顔
淵
・

章
。

24

○
友
士
之
仁
者

『
論
語
』
衛
霊
公
・

章
。

9

【
五
】

○
孔
子
曰
、
益
者
三
樂
、
損
者
三
樂
。
樂
節
禮
樂
、
樂
道
人
之
善
、
樂
多
賢
友
、
益
矣
。
樂
驕
樂
、
樂
佚
遊
、
樂
宴
樂
、
損

矣
。樂

、
喜
好
也
。
此
必
爲
樂
遊
樂
者
而
發
。
損
者
三
樂
亦
不
必
與
三
益
之
樂
相
配
。
饒
雙
峰
曰
、
節
禮
樂
三
句
都
是
天
理
一

邊
。
驕
樂
三
句
都
是
人
欲
一
邊
。
如
此
分
別
、
已
盡
大
意
矣
。

［
訓
読
］

◯
孔
子
曰
く
、
益
者
三
楽
、
損
者
三
楽
。
礼
楽
を
節
す
る
こ
と
を
楽
し
み
、
人
の
善
を
道
ふ
こ
と
を
楽
し
み
、
賢
友
多
き
を

楽
し
む
は
益
な
り
。
驕
楽
を
楽
し
み
、
佚
遊
を
楽
し
み
、
宴
楽
を
楽
し
む
は
損
な
り
、
と
。

楽
は
喜
び
好
む
な
り
。
此
れ
必
ず
遊
楽
を
楽
し
む
者
の
為
に
し
て
発
す
。
損
者
三
楽
も
亦
た
必
ず
し
も
三
益
の
楽
と
相



- 206 -

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
30

配
せ
ず
。
饒
双
峰
曰
く
、
礼
楽
を
節
す
る
の
三
句
は
都
て
是
れ
天
理
の
一
辺
な
り
。
驕
楽
の
三
句
は
都
て
是
れ
人
欲
の
一

辺
な
り
。
此
く
の
ご
と
く
分
別
す
れ
ば
、
已
に
大
意
を
尽
く
す
、
と
。

［
語
釈
］

○
饒
雙
峰
曰
～
人
欲
一
邊

『
論
語
集
註
大
全
』
巻
一
六
・
５
章
に
同
文
が
見
え
る
。

【
六
】

◯
孔
子
曰
、
侍
於
君
子
有
三
愆
。
言
未
及
之
而
言
、
謂
之
躁
。
言
及
之
而
不
言
、
謂
之
隱
。
未
見
顏
色
而
言
、
謂
之
瞽
。

此
言
侍
于
君
子
、
言
語
當
以
時
也
。
○
勉
齋
黃
氏
曰
、
言
有
及
、
未
及
者
。
或
數
人
侍
坐
、
長
者
當
先
言
。
不
言
則
及
少

者
。
或
君
子
先
有
問
、
則
承
問
者
當
先
對
。
不
以
少
長
拘
也
。
既
有
及
、
未
及
。
而
又
有
未
見
顏
色
者
。
雖
及
之
而
言
、

亦
須
觀
長
者
顏
色
。
或
意
他
在
、
或
有
不
樂
、
則
亦
未
當
言
也
。
此
説
能
盡
其
意
矣
。

［
訓
読
］

◯
孔
子
曰
く
、
君
子
に
侍
す
る
に
三
愆
有
り
。
言
未
だ
之
に
及
ば
ず
し
て
言
ふ
、
之
を
躁
と
謂
ふ
。
言
之
に
及
び
て
言
は
ず
、

之
を
隠
と
謂
ふ
。
未
だ
顔
色
を
見
ず
し
て
言
ふ
、
之
を
瞽
と
謂
ふ
、
と
。

此
れ
君
子
に
侍
す
る
に
、
言
語
は
当
に
時
を
以
て
す
べ
き
を
言
ふ
。
○
勉
斎
黄
氏
曰
く
、
言
に
及
ぶ
、
未
だ
及
ば
ざ
る

者
有
り
。
或
い
は
数
人
侍
坐
す
る
に
、
長
者
当
に
先
づ
言
ふ
べ
し
。
言
は
ざ
れ
ば
則
ち
少
者
に
及
ぶ
。
或
い
は
君
子
先
づ

問
ふ
有
れ
ば
、
則
ち
問
を
承
く
る
者
、
当
に
先
づ
対
ふ
べ
し
。
少
長
を
以
て
拘
せ
ざ
る
な
り
。
既
に
及
ぶ
、
未
だ
及
ば
ざ
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る
有
り
。
而
し
て
又
た
未
だ
顔
色
を
見
ざ
る
者
有
り
。
之
に
及
び
て
言
ふ
と
雖
も
、
亦
た
須
く
長
者
の
顔
色
を
観
る
べ
し
。

或
い
は
他
を
意
ふ
在
り
、
或
い
は
楽
し
ま
ざ
る
有
れ
ば
、
則
ち
亦
た
未
だ
当
に
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
此
の
説
、
能
く

其
の
意
を
尽
く
せ
り
。

［
語
釈
］

○
勉
齋
黃
氏
曰
～
亦
未
当
言
也

『
論
語
集
註
大
全
』
季
氏
・
６
章
に
同
文
が
見
え
る
。

【
七
】

◯
孔
子
曰
、
君
子
有
三
戒
。
少
之
時
、
血
氣
未
定
。
戒
之
在
色
。
及
其
壯
也
、
血
氣
方
剛
。
戒
之
在
鬭
。
及
其
老
也
、
血
氣

既
衰
。
戒
之
在
得
。

凡
人
役
於
血
氣
、
皆
不
知
戒
。
學
爲
君
子
者
、
則
當
戒
之
。
新
安
陳
氏
曰
、
三
戒
皆
隨
時
。
而
就
衆
人
所
易
犯
者
言
也
。

［
訓
読
］

◯
孔
子
曰
く
、
君
子
に
三
戒
有
り
。
少
き
時
は
血
気
未
だ
定
ま
ら
ず
。
之
を
戒
む
る
こ
と
色
に
在
り
。
其
の
壮
な
る
に
及
び

て
や
、
血
気
方
に
剛
な
り
。
之
を
戒
む
る
こ
と
闘
に
在
り
。
其
の
老
に
及
び
て
や
、
血
気
既
に
衰
ふ
。
之
を
戒
む
る
こ
と
得

に
在
り
、
と
。

凡
そ
人
は
血
気
に
役
せ
ら
れ
、
皆
戒
む
る
を
知
ら
ず
。
学
び
て
君
子
と
為
る
者
は
、
則
ち
当
に
之
を
戒
む
べ
し
。
新
安

陳
氏
曰
く
、
三
戒
は
皆
時
に
随
ふ
。
而
し
て
衆
人
の
犯
し
易
き
所
の
者
に
就
き
て
言
ふ
な
り
、
と
。
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［
語
釈
］

○
新
安
陳
氏
～
易
犯
者
言
也

『
論
語
集
註
大
全
』
季
氏
・
７
章
に
同
文
が
見
え
る
。

【
八
】

○
孔
子
曰
、
君
子
有
三
畏
。
畏
天
命
、
畏
大
人
、
畏
聖
人
之
言
。
小
人
不
知
天
命
而
不
畏
也
。
狎
大
人
、
侮
聖
人
之
言
。

此
章
以
畏
天
命
爲
主
。
大
人
、
得
天
命
之
正
者
也
。
聖
言
、
發
天
命
之
微
者
也
。

［
訓
読
］

◯
孔
子
曰
く
、
君
子
に
三
畏
有
り
。
天
命
を
畏
れ
、
大
人
を
畏
れ
、
聖
人
の
言
を
畏
る
。
小
人
は
天
命
を
知
ら
ず
し
て
畏
れ

ざ
る
な
り
。
大
人
に
狎
れ
、
聖
人
の
言
を
侮
る
、
と
。

此
の
章
、
天
命
を
畏
る
る
を
以
て
主
と
為
す
。
大
人
は
、
天
命
の
正
を
得
る
者
な
り
。
聖
言
は
、
天
命
の
微
を
発
く
者

ひ
ら

な
り
。

【
九
】

○
孔
子
曰
、
生
而
知
之
者
、
上
也
。
學
而
知
之
者
、
次
也
。
困
而
學
之
、
又
其
次
也
。
困
而
不
學
、
民
斯
爲
下
矣
。

此
所
重
在
學
。
學
則
下
愚
可
至
於
聖
也
。
聖
人
之
所
至
亦
惟
學
耳
。

［
訓
読
］
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◯
孔
子
曰
く
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
之
を
知
る
者
は
上
な
り
。
学
び
て
之
を
知
る
者
は
次
な
り
。
困
し
み
て
之
を
学
ぶ
者

は
又
た
其
の
次
な
り
。
困
し
み
て
学
ば
ざ
る
は
、
民
斯
れ
を
下
と
為
す
、
と
。

此
れ
重
ん
ず
る
所
は
学
に
在
り
。
学
べ
ば
則
ち
下
愚
も
聖
に
至
る
べ
き
な
り
。
聖
人
の
至
る
所
も
亦
た
惟
だ
学
の
み
。

【
十
】

○
孔
子
曰
、
君
子
有
九
思
。
視
思
明
、
聽
思
聰
、
色
思
溫
、
貌
思
恭
、
言
思
忠
、
事
思
敬
、
疑
思
問
、
忿
思
難
、
見
得
思
義
。

思
非
著
意
而
求
其
通
也
。
蓋
心
常
存
而
明
不
蔽
之
意
。
知
有
所
蔽
則
去
其
蔽
而
已
。
去
其
蔽
則
理
無
不
得
矣
。
思
則
誠
之

之
功
、
故
謂
之
思
誠
。
○
天
下
之
道
、
理
一
分
殊
、
而
聖
人
之
教
甚
約
、
言
近
指
遠
。
如
言
忠
、
言
恕
、
一
言
以
蔽
之
、

多
不
及
其
條
目
。
此
舉
九
思
而
言
。
季
氏
、
陽
貨
篇
、
如
此
類
者
、
蓋
多
有
之
意
。
聖
人
亦
因
事
而
發
。
如
皐
陶
謨
所
陳

九
德
之
類
、
雖
歷
舉
而
不
以
爲
煩
。
欲
人
於
分
殊
中
求
理
一
也
。
九
思
之
思
、
則
理
之
所
以
爲
一
矣
。

［
訓
読
］

◯
孔
子
曰
く
、
君
子
に
九
思
有
り
。
視
る
に
は
明
を
思
ひ
、
聴
く
に
は
聡
を
思
ひ
、
色
に
は
温
を
思
ひ
、
貌
に
は
恭
を
思
ひ
、

言
に
は
忠
を
思
ひ
、
事
に
は
敬
を
思
ひ
、
疑
ふ
に
は
問
を
思
ひ
、
忿
る
に
は
難
を
思
ひ
、
得
る
を
見
て
は
義
を
思
ふ
、
と
。

思
は
意
を
著
け
て
其
の
通
ぜ
ん
こ
と
を
求
む
る
に
非
ざ
る
な
り
。
蓋
し
心
常
に
存
し
て
明
、
蔽
は
れ
ざ
る
の
意
な
り
。

知
、
蔽
は
る
る
所
有
れ
ば
、
則
ち
其
の
蔽
を
去
る
の
み
。
其
の
蔽
を
去
れ
ば
則
ち
理
得
ざ
る
無
し
。
思
は
則
ち
之
を
誠
に

す
る
の
功
、
故
に
之
を
誠
を
思
ふ
と
謂
ふ
。
○
天
下
の
道
は
理
一
分
殊
に
し
て
、
聖
人
の
教
は
甚
だ
約
、
近
き
を
言
ひ
て
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遠
き
を
指
す
。
忠
と
言
ひ
、
恕
と
言
ふ
が
ご
と
く
、
一
言
以
て
之
を
蔽
ひ
、
多
く
其
の
条
目
に
及
ば
ず
。
此
れ
九
思
を
挙

げ
て
言
ふ
。
季
氏
、
陽
貨
篇
、
此
く
の
ご
と
き
類
の
者
、
蓋
し
多
く
之
が
意
有
り
。
聖
人
も
亦
た
事
に
因
り
て
発
す
。
皐

陶
謨
に
陳
ぶ
る
所
の
九
徳
の
類
の
ご
と
き
、
歴
挙
す
と
雖
も
而
れ
ど
も
以
て
煩
と
為
さ
ず
。
人
の
分
殊
中
に
於
い
て
理
一

を
求
む
る
を
欲
す
る
な
り
。
九
思
の
思
は
、
則
ち
理
の
一
と
為
す
所
以
な
り
。

［
語
釈
］

○
故
謂
之
思
誠

『
孟
子
』
離
婁
上
に
「
是
の
故
に
誠
は
天
の
道
な
り
。
誠
を
思
ふ
は
人
の
道
な
り
」
と
あ
る
。

○
如
言
忠
、
言
恕
、
一
言
以
蔽
之

『
論
語
』
里
仁
・

章
。

15

○
季
氏
、
陽
貨
篇
、
如
此
類
者
、
蓋
多
有
之
意

『
論
語
』
季
氏
・
４
章
に
「
三
友
」
、
５
章
に
「
三
楽
」
、
６
章

に
「
三
愆
」
、
７
章
に
「
三
戒
」
、
８
章
に
「
三
畏
」
、
陽
貨
・
８
章
に
「
六
言
六
蔽
」
、

章
に
「
三
疾
」
な
ど

16

と
あ
る
の
を
指
す
か
。

○
如
皐
陶
謨
所
陳
九
德
之
類

『
書
経
』
皐
陶
謨
に
「
皐
陶
曰
く
、
都
、
亦
た
行
に
九
徳
有
り
。
亦
た
其
の
有
徳
を

あ
あ

言
ひ
、
乃
ち
言
は
ん
。
曰
く
、
載
は
采
采
、
と
。
禹
曰
く
、
何
ぞ
、
と
。
皐
陶
曰
く
、
寛
に
し
て
栗
、
柔
に
し
て

立
、
愿
に
し
て
恭
、
乱
に
し
て
敬
、
擾
に
し
て
毅
、
直
に
し
て
温
、
簡
に
し
て
廉
、
剛
に
し
て
塞
、
彊
に
し
て
義
。

彰
か
に
厥
の
常
有
る
は
、
吉
な
る
か
な
」
と
あ
る
。

【
十
一
】
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○
孔
子
曰
、
見
善
如
不
及
、
見
不
善
如
探
湯
。
吾
見
其
人
矣
。
吾
聞
其
語
矣
。
隱
居
以
求
其
志
、
行
義
以
達
其
道
。
吾
聞
其

語
矣
。
未
見
其
人
也
。

見
善
如
不
及
、
見
不
善
如
探
湯
、
此
好
善
惡
惡
之
有
誠
。
成
德
之
事
、
美
在
其
中
者
也
。
功
業
、
文
章
、
皆
從
此
出
。
自

其
未
用
而
言
、
則
爲
隱
居
求
志
。
故
隱
居
求
志
、
不
在
好
善
惡
惡
之
外
。
如
顏
子
王
佐
之
才
、
其
所
求
之
志
不
過
如
此
。

苟
有
用
之
者
、
必
能
達
其
所
至
之
道
。
但
明
王
不
作
、
義
不
可
行
、
無
以
試
其
所
學
耳
。
故
曰
未
見
其
人
也
、
傷
時
之
意

深
矣
。

［
訓
読
］

◯
孔
子
曰
く
、
善
を
見
て
及
ば
ざ
る
が
ご
と
く
し
、
不
善
を
見
て
湯
を
探
る
が
ご
と
く
す
。
吾
其
の
人
を
見
る
。
吾
、
其
の

語
を
聞
く
。
隠
居
し
て
以
て
其
の
志
を
求
め
、
義
を
行
ひ
て
以
て
其
の
道
を
達
す
。
吾
、
其
の
語
を
聞
く
。
未
だ
其
の
人
を

見
ざ
る
な
り
、
と
。

善
を
見
て
は
及
ば
ざ
る
が
ご
と
く
し
、
不
善
を
見
て
は
湯
を
探
る
が
ご
と
く
す
は
、
此
れ
善
を
好
み
悪
を
悪
む
の
誠
有

る
な
り
。
成
徳
の
事
は
、
美
、
其
の
中
に
在
る
者
な
り
。
功
業
、
文
章
は
皆
此
れ
よ
り
出
づ
。
其
の
未
だ
用
ひ
ら
れ
ざ
る

よ
り
し
て
言
へ
ば
、
則
ち
隠
居
と
為
り
て
志
を
求
む
。
故
に
隠
居
し
て
志
を
求
む
る
は
、
善
を
好
み
悪
を
悪
む
の
外
に
在

ら
ず
。
顔
子
の
ご
と
き
は
王
佐
の
才
な
る
も
、
其
の
求
む
る
所
の
志
は
此
く
の
ご
と
き
に
過
ぎ
ず
。
苟
も
之
を
用
ひ
る
者

有
れ
ば
、
必
ず
能
く
其
の
至
る
所
の
道
に
達
す
。
但
だ
明
王
作
ら
ず
、
義
行
ふ
べ
か
ら
ず
、
以
て
其
の
学
ぶ
所
を
試
み
る

お
こ
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こ
と
無
き
の
み
。
故
に
曰
く
、
未
だ
其
の
人
を
見
ざ
る
な
り
、
と
。
時
を
傷
む
の
意
深
し
。

【
十
二
】

○
齊
景
公
有
馬
千
駟
。
死
之
日
、
民
無
德
而
稱
焉
。
伯
夷
、
叔
齊
餓
於
首
陽
之
下
。
民
到
于
今
稱
之
。
其
斯
之
謂
與
。

千
駟
者
、
千
乘
之
馬
。
餓
於
首
陽
者
、
不
食
周
粟
也
。
○
末
句
之
上
、
當
有
誠
不
以
富
、
亦
祇
以
異
八
字
。
說
見
顏
淵
篇
。

［
訓
読
］

◯
斉
の
景
公
馬
千
駟
有
り
。
死
す
る
の
日
、
民
、
徳
と
し
て
称
す
る
こ
と
無
し
。
伯
夷
、
叔
斉
、
首
陽
の
下
に
餓
す
。
民
、
今
に
到
る

ま
で
之
を
称
す
。
其
れ
斯
れ
を
之
れ
謂
ふ
か
、
と
。

千
駟
と
は
、
千
乗
の
馬
な
り
。
首
陽
に
餓
す
と
は
、
周
の
粟
を
食
ら
は
ざ
れ
ば
な
り
。
○
末
句
の
上
、
当
に
誠
に
富
を
以
て
せ

ず
、
亦
た
祇
だ
以
て
異
な
る
の
八
字
有
る
べ
し
。
説
は
顔
淵
篇
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
説
見
顔
淵
篇

『
論
語
私
存
』
巻
一
二
・

章
参
照
。

10

【
十
三
】

◯
陳
亢
問
於
伯
魚
曰
、
子
亦
有
異
聞
乎
。
對
曰
、
未
也
。
嘗
獨
立
。
鯉
趨
而
過
庭
。
曰
學
詩
乎
。
對
曰
、
未
也
。
不
學
詩
、

無
以
言
。
鯉
退
而
學
詩
。
他
日
又
獨
立
。
鯉
趨
而
過
庭
。
曰
學
禮
乎
。
對
曰
未
也
。
不
學
禮
、
無
以
立
。
鯉
退
而
學
禮
。
聞
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『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
三
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）

斯
二
者
。
陳
亢
退
而
喜
曰
、
問
一
得
三
。
聞
詩
、
聞
禮
、
又
聞
君
子
之
遠
其
子
也
。

詩
、
禮
、
本
孔
子
之
雅
言
、
非
私
教
伯
魚
者
也
。
遠
其
子
、
猶
言
不
昵
其
子
。
陳
亢
之
意
、
亦
非
謂
孔
子
。
故
推
而
遠
之
、

不
以
辭
害
意
可
也
。

［
訓
読
］

◯
陳
亢
伯
魚
に
問
ひ
て
曰
く
、
子
も
亦
た
異
聞
有
る
か
、
と
。
対
へ
て
曰
く
、
未
だ
し
。
嘗
て
独
り
立
て
り
。
鯉
趨
り
て
庭

を
過
ぐ
。
曰
く
、
詩
を
学
び
た
る
か
、
と
。
対
へ
て
曰
く
、
未
だ
し
、
と
。
詩
を
学
ば
ざ
れ
ば
以
て
言
ふ
こ
と
無
し
、
と
。

鯉
退
き
て
詩
を
学
ぶ
。
他
日
又
た
独
り
立
つ
。
鯉
趨
り
て
庭
を
過
ぐ
。
曰
く
、
礼
を
学
び
た
る
か
、
と
。
対
へ
て
曰
く
、
未

だ
し
、
と
。
礼
を
学
ば
ざ
れ
ば
以
て
立
つ
こ
と
無
し
、
と
。
鯉
退
き
て
礼
を
学
ぶ
。
斯
の
二
者
を
聞
く
、
と
。
陳
亢
退
き
て

喜
び
て
曰
く
、
一
を
問
ひ
て
三
を
得
た
り
。
詩
を
聞
き
、
礼
を
聞
き
、
又
た
君
子
の
其
の
子
を
遠
ざ
く
る
を
聞
け
り
、
と
。

詩
、
礼
は
本
よ
り
孔
子
の
雅
言
に
し
て
、
私
か
に
伯
魚
に
教
ふ
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
子
を
遠
ざ
く
る
は
、
猶
ほ

其
の
子
を
昵
づ
け
ざ
る
を
言
ふ
が
ご
と
し
。
陳
亢
の
意
も
亦
た
孔
子
を
謂
ふ
に
非
ず
。
故
に
推
し
て
之
を
遠
ざ
く
る
は
、

ち
か

辞
を
以
て
意
を
害
せ
ず
し
て
可
な
り
。

【
十
四
】

○
邦
君
之
妻
、
君
稱
之
曰
夫
人
。
夫
人
自
稱
曰
小
童
。
邦
人
稱
之
曰
君
夫
人
。
稱
諸
異
邦
曰
寡
小
君
。
異
邦
人
稱
之
亦
曰
君

夫
人
。
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論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
30

厚
齋
馮
氏
曰
、
是
時
嫡
妾
不
正
。
稱
號
不
審
。
必
夫
子
嘗
言
古
禮
如
此
。
故
記
之
。
此
説
本
孔
註
。

［
訓
読
］

◯
邦
君
の
妻
、
君
、
之
を
称
し
て
夫
人
と
曰
ふ
。
夫
人
自
ら
称
し
て
小
童
と
曰
ふ
。
邦
人
之
を
称
し
て
君
夫
人
と
曰
ふ
。
諸こ

れ

を
異
邦
に
称
し
て
寡
小
君
と
曰
ふ
。
異
邦
の
人
、
之
を
称
し
て
亦
た
君
夫
人
と
曰
ふ
。

厚
斎
馮
氏
曰
く
、
是
の
時
、
嫡
妾
正
し
か
ら
ず
。
称
号
審
ら
か
な
ら
ず
。
必
ず
や
夫
子
嘗
て
古
礼
此
く
の
ご
と
し
と
言

ふ
な
ら
ん
。
故
に
之
を
記
す
、
と
。
此
の
説
、
孔
註
に
本
づ
く
。

［
語
釈
］

○
厚
斎
馮
氏
曰
～
故
記
之

『
論
語
集
註
大
全
』
巻
一
六
・

章
に
同
文
が
見
え
る
。

14

○
此
説
本
孔
註

『
論
語
注
疏
』
巻
八
に
「
此
の
時
に
当
り
、
諸
侯
の
嫡
妾
正
し
か
ら
ず
。
称
号
審
ら
か
な
ら
ず
。

故
に
孔
子
、
其
の
礼
を
正
言
す
る
な
り
」
と
あ
る
。

論
語
私
存
卷
十
六

終


